
第1回介護予防継続的評価分析等検討会議事次第  

日時：平成18年12月18日（月）  

13：00・－15：00   

場所：東海大学校友会館「阿蘇の間」  

1．開 会  

2．議 題  

（1）継続的評価分析支援事業等について  

（2）調査票及び記入要領等について  

（3）データ分析のイメージについて  

（4）その他  

3．閉会   



資 料 一 覧  

資料1 介護予防継続的評価分析等検討会開催要綱  

資料2 継続的評価分析支援事業等について  

資料3 継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果を検証するための  

情報収集関係）の調査票（案）  

資料4 継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果を検証するための  

情報収集関係）の調査票に係る記入要領（案）  

資料5 データ分析のイメージについて（案）   



介護予防継続的評価分析等検討会開催要綱  

1．趣 旨   

平成18年4月から介護保険制度に導入された介護予防事業及び新予防給付（以下「介護  

予防サービス等」という。）について、その効果の分析・評価、効果的な普及啓発の方法、実  

施内容の在り方等について検討するため、介護予防継続的評価分析等検討会（以下「検討会」   

という。）を開催する。  

2．検討会構成員等  

（1）構成員については別紙のとおりとし、うち1名を座長とする。  

（2）座長は、構成員の中から互選により決定する。  

3．主な検討事項  

（1）介護予防サービス等の効果（費用に対する効果を含む。）の分析、評価に関することD  

（2）今後の介護予防サービス等の実施内容の在り方に関すること。  

（3）介護予防サービス等の効果的な普及啓発の方法に関すること。  

（4）その他介護予防サービス等に関すること。  

4．検討会の運営等  

（1）検討会は、厚生労働省老健局長が参集する。  

（2）参考人の招致  

座長は、必要に応じ、適当と認められる有識者等を、参考人として招致することができ  

るものとする。  

（3）検討会の公開   

・検討会は、原則公開とする。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な  

検討に著しい支障を及ぼすおそれがると認めるときその他正当な理由があると認める  

ときは、会議を非公開とすることができる。   

・座長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置を  

とることができる。  

（4）検討会の庶務は、厚生労働省老健局老人保健課において行う。  

（5）その他  

この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が厚生労働省老  

健局長と協議の上、定める。   



．繭套  

継続的評価分析支援事業等について   



継続的評価分析支援事業等について  

釘奏融両   
市町村が実施する介護予防関連事業（介護保険法に基づく予防給付及び地域  

支援事業（介護予防事業）並びに老人保健法に基づく基本健康診査において実  

施する生活機能評価をいう。以下同じ。）に係る詳細な情報を収集し、厚生労働  

省においてその効果等を検吉正するための基礎資料を得るとともに、市町村にお  

ける介護予防プログラムの評価．を支援し、もって、今後、全国におけるより効  

果的・効率的な事業実施に資することを目的として、継続的評価分析支援事業  

を実施する。  

2こ 実施主体  

市町村（特別区、広域連合、一部事務組合を含む。以下同じ。）  

（実施市町村は、事業の目的の達成のために必要があるときは、本事業の一   

部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することがで   

きる。）  

垣二重動画  

（1）ブ脚ための情帝収集（別紙1及び別紙2   
参照）  

（D 趣旨  

介護予防関連事業の効果を定量的に分析・評価するため、介護予防関連  

事業に関する詳細なデータを、実施市町村を通じて収集する。このため、  

実施市町村は、介護予防関連事業の対象者ごとに、サービスの利用状況、  

心身機能等に関する詳細な情報を経時的に記録するものとする。   

② 実施方法   

1）実施市町村は、原則として管内の地域包括支援センターを1か所選定  

する。  

2）地域包括支援センターは、本事業の実施期間中に当該センターが介護  

予防ケアマネジメントを実施した全対象者（特定高齢者及び要支援者）  

－1－   



について、サービス開始後3か月毎にサービスの利用状況、心身の状況  

等に関する情報を収集し、厚生労働省が別途配布する専用システムを用   

いて経時的に記録する（別紙3参照）。  

3）地域包括支援センターは、当該センターに蓄積された情報のうち、氏   
名等のプライバシーに関わる情報を除いたものについて、専用システム   

を用いて定期的に厚生労働省に送信する。  

4）なお、厚生労働省においては、事業実施市町村のデータを基に継続的   

評価分析等事業において、①高齢者の心身の状態や活動状態の変化の分   

析、②費用に対する効果の分析を行うこととしている。  

5）また、送信されたデータについては、厚生労働省において一定の分析   

を行い、各市町村に還元する予定。  

（2）価値   
① 趣旨  

介護予防関連事業のプログラム等について、より効果的・効率的な手法  

を確立し、普及定着を図ることを目的として、市町村の先駆的な取組に係  

る評価・検証を行う。   

② 実施方法   

1）実施市町村は、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じ  

こもり予防・支援、認知症予防・支援、うつ予防・支援の6つの介護予  

防プログラムに関して、地域の実情に応じて介護予防上の効果が見込ま  

れる先駆的な取組を企画し、地域支援事業（介護予防事業）として実施  

する。  

2）国は、市町村が企画した取組が介護予防上の効果が見込まれる先駆的  

な取組であるかどうかを審査し、適当と認めたものについて本事業の対  

象とする。  

3）実施市町村は、当該取組について、サービスの利用状況、心身の状況  

等に関する情報を経時的に記録し、その有効性等を評価・検討する。  

4）なお、（2）の事業を実施する市町村は、（1）の事業も併せて実施す  

るものとする。  
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4．国庫補助  

（目）介護保険事業費補助金  予算科目   

平成18年度予算鞄13，392百万円（うち400百万円）  

国庫補助基準額  厚生労働大臣が認めた嶺  

5．今後のスケジュール  

・平成19年1月  調査開始  

・平成19年3月未  ソフト配布、オンラインシステム稼働  

・平成20年秋頃  データ集計・分析  

中間報告のとりまとめ（厚生労働省）  

・平成21年1月未  調査終了  

・平成21年3月末  データ送信終了（オンラインシステム終了）  

とりまとめ  

－3－   



介護予防の効果の分析について  

○ 介護予防（新予防給付・特定高齢者施策）の効果の分析については、継続的評価分析支援   
事業の実施市町村における詳細なデータを基に、厚生労働省が継続的評価分析等事業にお   

いて行うこととしている。  

○ 本事業においては、（D介護予防サービスを受けた高齢者の心身の状態や活動状況の変化   

の分析及び②介護予防の善用に対する効果の分析を行うこととしている。  

継続的評価分析支援事業   

報告対象   く予防給付〉く特定高齢者施策〉   

報告内容   高齢者の心身の状態や活動状況等のデータ  
［凧且  

（参考）  

介護保険法等の一部を改正  

する法律附則第2条第2項  

（検討）  

－
♪
－
 
 
 政府は、  

報  

且途として、予防給付及び地  
支援事業について、その実  

施状況等を勘案し、畳用に対  

るその効果の程度等の観  

点知ら検討を行い、その結果  

に基づいて所要の措置を講ず  

るものとする。  

継続的評価分析等事業   

分析対象   く予防給付〉く特定高齢者施策〉   

分析内容   ○心身の状態や活動状況の変化の分析  

○費用に対する効果の分析   

分析データ   継続的評価分析支援事業の実施市町村からの  

高齢者の心身の状態や活動状況等のデータ   

分析   介護予防継続的評価分析等検討会において実施   

活用データ   既存の各種データ（介護給付費実態調査等）  

厚
生
労
働
省
 
 

（
聖
賞
一
）
 
 
 



継続的評価分析支援事業に参加するメリット  

継続的評価分析支援事業にご参加いただいた市町村には、様々なメリットがあります0   



2．ケアマネジメントの際、予防効果記録票を有効に活用できます！  

3．地域包括支援センターにおける介護予防の取組効果が、簡単に把握できます！  

○利用者毎に作成される予防効果記録票のデータから、自動的に地域包括支援センターに  
おける介護予防の取組効果が予防効果集計票として作成され、予防効果を把握できます。  

○地域包括支援センターの予防効果集計票と、国においてとりまとめる全参加市町村の介  
護予防の取組をとりまとめたものとの比較ができます。  



4．費用対効果等のデータについて、国が市町村毎に分析し、お知らせします！  

○国では、全参加市町村のデータを基に、介護予防の費用に対する効果の分析等を行いま  
すが、参加市町村毎においても分析を行い、結果をお知らせします。  

5．データを活用し、様々な介護予防の効果や費用対効果の分析が可能となります！  

データの入力に関する人件章等については、地域包括支援センターの本来業務に支障を来す  
ことのないよう、国が費用負担（10／10補助）します！   



「二■L▲JLこ［、〕∬∴‾m仙几】－■Wll■■‾二  利用者台帳イメージ（案）   

基本項目の調査日  
介護予防ケアブラン  選択的メニューの調査日（llり  

（llり   
要支鐘状態  予防給付  運動器  口腔  栄養  アクティビティ  

欄番号  氏名  性別  生年 月日  開始日  
等区分  

事業所名  

最終  適所  訪問  適所 介護  通リハ  訪問  最終  次回 予定  最纏  次回 予定  最終  次回 予定  最終  次回 予定  

※当該利用者台帳の項目等については、規時点でのイメージであり、変更になる場合があります。   

諒  



予防効果記録票 ＜利用者票＞（案）  

一 

匝：］生年月日 榊＊恒／棉  

ヰ＊＊＊／＊＊／＊＊  センター名  ＊＊＊＊＊＊＊＊センター  

フリガナ  ＊＊＊  ＊＊＊   

氏名  ＊＊ ＊＊＊   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

要介護認定等に関する事項  

DATE  ＊／●／■  蝉ノ■／＊  ＊ノ＊／轟  ●／●ノ岬  tノ■／●  

辛支援2   ＊  ＊  

皐支援状簡等区分  章支提1  ＊  ＊  

特定高齢者  ＊  

日常生活自立度 

以前の要介護扶特等区分（初回のみ）  要介謙  

介  地域支  通新型  ヰ  
護  提事実  坊間型  

介護予防通所介護  白  ヰ  ヰ  4 ．  

ケ  予 防  ア  
介護予防訪憫介護  

プ  
介護予防ケアプランの継続  継続  継続  継続  継鰯  終了  

ン   終了・中断の理由  l    一‾    †    －  改善  

基本チェックリスト等（点数籍標）  

DATE   ◆ノ◆／◆  ■／♯／札  ■ノ・＋◆  ＊ハ／t   

80   

70  

・主観的QOL  60  

‾‾T‾－   ‾‾‾  

。，1ボイン．，」トーー 
r‾‾‾‾－‾‾「  

・㊥－ …呂  30  

「■‾‾‾‾‾‾「   ‾‾【   ‾‾「‾‾▼‾‾‾‾     「     ‾‾‾「  
。．抑ント， 

1D   

0  

30  

・基本チェツウリスト●■鴫‾ 25  
（0～25ポイント） 28   

さ－Gh－・ 

0  

3D  

；知的’動  
（6～30ポイント） 

15  

‾‾▼T‾‾‾1‾‾‾ニ」「‾  
査→・・一 

0  「  

4  

3  

・社会的支援   
（0～5ポイント） 2  l  

0  

その他の項目  

DATE  
l  

睡眠専の状態  不  不  不  規：規  
場所   B  3  3  3  匂  

ふだんの過ごし方  
過ごし方   向  3  4  向  5  
楽しみ産   3  3    3   3  

摂取睾   山  B  口  山  匂  
食事・栄養の妖怪  

血清アルブミン値  
測定日   ＊／■／■  蓼／り＊  ＊ノ＊／■  ～旬／＊」♯／♯／■  

体重  ◆◆◆  ＊＊■  ●◆◆  ＊＊■  ●● ●  

BMl  ■＊＊  ●● ●  書■＊  ◆◆●  

田  2、    q  b  口腔機能の状態  

＃当言亥予防効果記録票の項冒等については、現時点でのイメージであり、変更になる鳩舎があります。  

－9－   



予防効果記録票 ＜利用者票＞（案）  

＊＊＊  ＊＊＊  

＊＊ ＊＊＊  

要介護認定等に関する事項  

DATE  ＊／暮／事  ＊／＊再  ＊ノ＊／漉  ●／書／■  書／●／＊  

婁支援2   ＊  ＊  
貫支援  ＊  ＊  

状態等区分                         要支援1                       特定高齢者  
＊  

以前の要介護状態等区分（初回のみ）   畢介護  

Ⅰ運動器の機能向上  

DATE  

実施回数／月  

＊／＊／＊  ＊／＊／＊  ←／■／攣  ＊／＊／＊   

1匠l こ  1固  1回 ：  2屁 ：  
プ  

口  グループ体操  
マシンによる塙力増強訓練  ＊  

ゲ ラ ム  方  
内  日精生活勤柵＝関わる訓横  

容  
その他  

400石  
30  

握力     2（】  

1D  

00Kg  

600右  
50  

40  

運 動  
立ち  

器  2D  

の  10  

機  
能  00秒  

の  40  

状  30  

態  

10  

00秒  

40ロ最大  
30●通常  

5m  

歩行  
時間  

00砂  

将来の目標設定の有無  X  X  ×  

Ⅱ 栄養改善  

DATE  

実施回数／月  2匡】  1匡l  1匡l  

プ  

【］  通所による個別型  
グ  通所による小グループ型     ＊  ＊  
フ  

ム  ＊  ＊  
内  

容  
家族による支援  
その他  ＊  ＊  

栄  過去1カ月    変化庵し  変化なし  
養  

状 態  体重減少率 ＜過去比汝＞                            過去3カ月      3～7．5％                   過去6カ月  
将来の目標設定の有    無  ×  ヽ  

－10－   



予防効果記録票 ＜利用者票＞（案）  

フリガナ  ＊＊＊  ＊＊＊  

＊＊ ＊＊＊  

要介護認定等に関する事項  

DATE  ＊／＊／書  小／＊／巾小′＊／… 

要支援2   ＊  ＊  
要支援  

要支援1  ＊  ＊  
状態等区分  

特定高齢者  ＊  

以前の要介護状態専区分（初回のみ）   婁介護  

皿 口腔機能の向上  

DATE  ＊／＊ノ♯  ヰ／＊／＊  …ハ小／＊ 
l  

2回  2回  1回  1回  

プ  

口  書  ＊  ＊  ＊  ＊  
グ  門  ＊  ＊   ＊  ＊  

的 サ  フ  

ム   

内  
容  

法  食事姿勢、環境の指＃    ヰ  ＊  

その他  

健口体操                           口腔清掃の実施  ＊  ＊  ＊  ＊  
口腔清掃の支援  
口腔清掃の介助  

基不チェックリスト13  口  0  0  ロ  
半年前lこ比べて固いものが1ペにく（なりましたか  

基本チェッケノスト14  ロ  l  口  0  
お茶や汁物でむせることがありますか  

基本チェックリスト15  口  0  0  D  
□の渇きが気になりますか  

ロ  QO」  

腔  
3  2  2  口  

調査項目（1）（3）．（4L（5）  

6  4  4  3  
機 能 の  3  2  2  ロ  

調査項目（10）～（15）  
5  4  4  4  
B  b  4  4  

状 態  
3回目   ■7  5  田  4  
／†   2  2  3  3  

（17）口の動き 10                               タ   2  2  3  田  
（回／秒）                                                          力   囚  2  3  3  

将来の目標設定の有無  X  X       X   X  †  

Ⅳ アクティビティの内容  

DATE  

実施回数／月  

実施時間／回  

目標設定の有無  

－11－   



予防効果集計票 ＜地域包括支援センター票＞（案）  

2DO7／D5／10  センター名  ＊＊＊＊＊＊＊＊センター  センター番号   

要介護認定等に関する事項  （単位：人）  

DATE  ●十●了◆  ■／■／■  ＊ノ＊／＊  …／＊／…   …／ヰ…／＊   …／＊ 

対象者の総数  

要支捷2  

畢介護】 状態等区分                            要支津1                         特定高齢者  

介護予防の  
終了・中断  悪化  

の理由  その他  

本人・諷J蔭   からの相談  

基本健康診査  
医ホ椎開からの情報捜僕  

把  

握  
経  
路  

高齢者実簡把握調査  
重支援「要介護者からの移行  

その他  

日常生活自立度  

前回調査との比較  

改善昔  維持者  悪化者   

人  

墓  障書高齢者  
％  

認知症 高者  人  
齢            ％  

介護予防ケアプランの内容  

DATE  …′・小′蠣…′響′…／……／・‥／＊‥／＊ 

実施総回数／月  

通   
地  
域  

支  

援  

書  

菓  

（  

人  
認知症予防・支援  

うつ予防・支援  

実施総回数／月  

通  

所  

介  

予 防  

給  未実施  
付  

（ 人  

リ ／ヽ  

ビ  

リ   

訪問介護  

実施権回数／月  

－12－   



予防効果集計票 ＜地域包括支援センター票＞（案）  

センター名  2007／05／10  ＊＊＊＊＊＊＊＊センタ⊥  センター番号  ＊＊＊＊＊＊＊＊ヰ＊  

基本チェックリスト等の前回調査との比較  

前回調査との比較  

改善者  維持者  悪化者   

人  

基本チエツクリスト  
％  

人  

主観的QOL  
％  

人  

認知的活動  
％  

人  
落ち込みやすさ  

％  

人  

ものわすれ検査  
％  

人  

社会的サポート  
％  

Ⅰ運動器の機能向上   （単位：人）  

DATE  …／＊／…ノ…    小／＊ノ申ノ小 
l   

1－2回  

3～4回  
実施回数 ／月  

6回                        7～8回  

9回以上  

30分未満  

実施時間  
／回  

ゲル欄プ体操  
マシンによる筋力増強訓練  

実   
施   
方  
法  

その他  

－13－   



予防効果集計票 ＜地域包括支援センター票＞（案）  

2007／05／1D  センター名  ＊＊＊＊＊＊＊＊センタ〟  センター番号  ＊＊＊＊＊＊ヰ＊＊＊   

Ⅱ 栄養改善  〔卓也：人）  

DATE  叫   …′・／…   書／■ノー  蓼／＊／事  ＊／ホ／輩   

1～2回  
3′｝4回  

実施回数／月                                                   5－6回  

2時間以上  

適所による個別型  
実施  
方法  

その他  

Ⅲ 口腔機能の向上  （単位＝人）  

DATE  …′揮′…′…′小／巾…／＊／……／＊ 

1～2回  

実施  
回教  

／月  

9回以上  

1回未満  
実施 回数  

サービス  
2回  

／月  

1回未満  
基本的 サ 

ービス ／遇                          1回                        2回                        3回以上  

専門的 サービス  
／月   

実施  30分以上  

10分乗清  

時間 ／回  

ス イ週  
30分以上  

口腔機能の向上の説明  

健口体操  
書  

門   
的   
サ  

実  l  

施  ビ  
方  ス  
法  食事姿勢、環境の指導  

その他  
健口体操  
口腔清掃の実施  
口腔清憎の支援  
口腔清掃の介助  

Ⅳ アクティビティの内容  〔単位＝人）  

DATE  …／・‥ハ   小／・巾′＊   ＊／＊／＊  

1～2回  
3～4匝】  

実施頻度／月                                               5～6回  

7～B回  

9回以上  
30分未満  
30分～1時間  

実施時間／回                                                1～2時間  

2時間以上  

－14－   



（別紙3）  

調査実施の流れ  

厚生労働省  

⑤データ送信   

①調査項目について、「本人への聞き取り」もしくは「本人が記入」、又は「事業所において記入」となるD  
②記入が終わった調査票の回収を行う0  

③ 回収した調査票のデ■タを入力する0   

（入力の開始は、専用ソフトの配布後（平成19年3月末噴予定）に可能となります0）  
④対象利用者を台帳データで管理し、予防効果記録票を利用して介護予防ケアプランの作成・本人、家族への説明等に活用0  
⑨一般電話回線（ダイヤルアップ）を利用して、システムからのデ汀夕送信（随時送信）  

－15－   



継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果  

を検証するための情報収集関係）の調査票（案）   



継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果  

を検証するための情報収集関係）の調査票（案）  

Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等に基づき －■ ■■▼▼エーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー■」＋‾‾‾‾‾‾‾▼‾‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾ ■   

記入してください。  
－■■■■■■■■【－一－－－－－－－－－－－1■止一 一一－－－－－－－一一－－－－一－－－－－－－一一一－－－－－一丁▲‾‾  

口調査票表紙  P・2  

回要介護認定等の状況  P・3  

回介護予防サービス等の内容   P・6  

回 ものわすれ検査  P・10  

回食事・栄養の状態  p. 111 

地域包括支援センターにおいて  薗▼和用者本人（又は家族）が記入するか、   
聞き取って記入してください。  

洞
±
佃
〓
個
〓
囲
［
咽
〓
岨
 
 
 

P．18   

P．19   

P．21   

P．22   

P．23   

P．24  

社会的支援   

睡眠等の状態   

認知的活動   

落ち込みやすさ  

ふだんの過ごし方  

口腔機能の状態  

画家族構成  

回疾患既往歴  

回過去3カ月問の入院  

回生活機能に関する状況   

（基本チェックリスト）  

国主観的QOL  

（
ソ
L
 
 
3
 
 
4
 
 

一
「
1
 
 
 
．
1
 
 
 
 
1
 
 

P
 
P
 
P
 
 

5
 
 
6
 
 

1
 
 
 
 
 
1
 
 
 

P
 
P
 
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー▲一一－－－－－－－－－－－■一■■■■‾‾‾‾‾‾▼▼  

Ⅱ 各サービスを実施する事業所において記入してください。  
L＿＿＿＿＿＿＿＿一一－－－－－－－－一一－－－－－‾一‾‾‾－」－▲ ‾‾‾‾‾‾‾‾▼‾ 

国運動器の機能向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

回栄養改善を図るための介護予防プログラムの内容等  

樋口腔機能の向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

画アクティビティの内容等  

P．25   

P．2了   

P．30   

P．35   



Ⅰ 地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等   

に基づき記入して＜ださい。  

回調査票表紙  

：「‾‾  

ID番号 」⊥  

記入日  平成  日（項目回～回について）  

都・道・府・県  都道府県  

市・町・村  市区町村  

地域包括支援センター名  

氏名（フリガナ）  

（1．男  2．女）  

生年月日（1．明  2．大  3．昭）  年  

保険料段階  

1．第1段階（生活保護受給者等）  

2．第2段階（市町村民税世帯非課税等であって課税年金収入額と合計所得金額  

の合計が80万円以下）  

3．第3段・階（市町村民税世帯非課税等であって利用者負担第2段階以外）  

4．第4段階（市町村民税本人非課税）  

5．第5段階以上（市町村民税課税層）   

6．不明  

サービス開始年月日：平成   年   月  日   

調査開始後に調査協力いキ蜘捌こ終了する場合  
l  l  

l  

」－－－－－－－ト  （チェック欄）  

2   



Ⅰ 地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等  

に基づき記入してください。  

回章介護認定等の状況  

1）要介護認定等の状況について、お答えください。  

（1）現在の要介護認定等の状況  （当てはまるもの1つに○）  

2．要支援1  3．要支援2  

（認定日：平成  年  月  日）  

1．特定高齢者  

（2）前問（1）の現在の要介護認定等になる前の要介護認定等の状況   

（当てはまるもの1つに○）（遡回のみ回答必要）  

2．特定高齢者  

5．要支援  

8．要介護2  

11．要介護5  

3．要支援1  

6．経過的要介護  

9．要介護3  

1．一般高齢者  

4．要支援2  

了．要介護1  

10．要介護4  

2）日常生活自立度について、お答えください。   

＝）障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）（当てはま抑）   

1．自立  2．J1  3．J2  4．A1   

5．A2  6．B1  7．B2  8．C1  

9．C2   

＜障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準＞  

生   ラ   何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する   
活  ン  

自  ク   1，交通機関等を利用して外出する   

立   2．隣近所へなら外出する   

準  
ラ   屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない   

寝  ン  
た  

ク   1．介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する  
き  A   
り  2．外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている   

ラ   屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ  
ン′  

ク   1．牽いすに移乗し、食事、排j世はベッドか ら離れて行う  

寝  B   2．介助により車いすに移乗する  

た  

き  

り  ラ   1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する  
ン  

ク   1．自力で寝返りをうつ  

C   2．自力では寝返りもうたない  



Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等   
に基づき記入してください。  

つに○）  （2）認知症高齢者の日常生活自立度   

1．自立  2．Ⅰ   

5．Ⅲa  6．Ⅲb  

（当てはまるもの1   

4．Ⅱb  

8．M  

3．Ⅱa  

7．Ⅳ  

＜認知症高齢者の日常生活自立度判定基準＞  

ランク   判断基準   見られる症状・行動の例   
判断にあたっての留意事項及び  

掟供されるサービスの例   

何らかの認知症を有するが、日  在宅生活が基本であり、一人暮らしも  

常生活は家庭内及び社会的にほぼ  可能である。相談、指導等を実施するこ  

ロ               自立している。  とにより、症状の改善や進行の阻止を図  

る。   

日常生活に支障を来たすような  在宅生活が基本であるが、一人暮らし  

症状・行動や意思疎通の困難さが  ま困難な場合もあるので、日中の居宅  

Ⅱ               多少見られても、誰かが注意して  サービスを利用することにより、在宅生  

いれば自立で る  活の支援と症状の改善及び進行の阻止を  
図る。   

na a, 事務、金銭管理等それまでできた  
ことにミスが目立つ等   

家庭内でも上記Ⅱの状態がみら  服薬管理ができない、電話の応  

Ⅲb  
れる。   対や訪問者との対応等一人で留守  

番ができない等   

日常生活に支障を来たすような  日常生活に支障を来たすような行動や  
症状・行動や意思疎通の困難さが  意思疎通の困難さがランクⅡより重度と  

見られ、介護を必要とする。  なり、介護が必要となる状態である。  
Ⅲ  「ときどき」とはどのくらいの頻度を指  

すかについては、症状・行動の種類等に  

より異なるので一概には決められない  

が、一時も目を離せない状態ではない。 在宅生活が基本であるが 

が見られる。   
、一人暮らし  

手にできない、時間がかかる。  
は困難であるので、夜間の利用も含めた  
居宅サービスを利用しこれらのサービス  

Ⅲa   を組み合わせることによる在宅での対応  
を図る。  

行為、性的異常行為等   

夜間を中心として上記Ⅲの状態  

Ⅲb   が見られる。   

日常生活に支障を来たすような  ランクⅢに同じ   常に目を離すことができない状態であ  
症状・行動や意思疎通の園部さが  る。症状・行動はランクⅢと同じである  
頻繁に見られ、常に介護を必要と  が、頻度の違いにより区分される。家族  
する。  の介護力等の在宅基盤の強弱により居宅  

サービスを利用しながら在宅生活を続け  

Ⅳ  るか、または特別養護老人ホーム・老人  

保健施設等の施設サービスを利用するか  
を選択する。施設サービスを選択する場  
合には、施設の特徴を踏まえた選択を行  

う。   

著しい精神症状や周辺症状ある  せん妄、妄想、興奮、自傷・他  ランクⅠ～Ⅳと判定されていた高齢者  

いは重篤な身体疾患が見られ、専  害等の精神症状や精神症状に起因  が、精神病院や認知症専門棟を有する老  
門医療を必要とする。   する周辺症状が継続する状態等  人保健施設等での治療が必要となった  

M  
り、重篤な身体疾患が見られ老人病院等  
での治療が必要となった状態である。専  
門医療機関を受診するよう勧める必要が  

ある。   

4   



Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等   

に基づき記入してください。  

3）特定高齢者の把握経路   

（埋草高齢者のみ回答）（当てはまるもの全てに○）（初回のみ回答必要）  

1．基本健康診査（生活機能評価）  

3．要支援・要介護者からの移行  

5．医療機関からの情報提供  

了．本人、家族からの相談  

9．その他  

2．要介護認定非該当者  

4．訪問活動による実態把握  

6．民生委員からの情報提供  

8．高齢者実態把握調査   



Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等  
に基づき記入してください。  

回介護予防サービス等の内容  

：介言彗予防ケアプランに含まれるサービス及びプログラムについて、お答えください。 
い実施回数」については、調査開始時は予定される回数を記入し、その後（開始後3カ月垂ユ：  
座調査月の前月の実績回数を記入して＜ださい。  

l  

1）地域支援事業による介護予防（特定高齢者哩笠）（当てはまるもや全てに○）  

実施回数：月  回  

2．栄養改善  

（1）適所型介護予防事業  

1．運動器の機能向上   

（2）訪問型介護予防事業  

1．運動器の機能向上   

3．口腔機能の向上   

5．認知症予防・支援  

3．口腔機能の向上  

実施回数：月  回  

2．栄養改善  

4．閉じこもり予防・支援  

6．うつ予防・支援  

2）予防給付（畢支援の者のみ回答）（当てはまるもの全て旦迎）   

（1）介護予防通所介護  実施回数：月  回   

1．運動器の機能向上  2．栄養改善  

3．口腔機能の向上  4．アクティビティ   

（2）介護予防適所リハビリテーション  実施回数：月  回  

3．口腔機能の向上  1．運動器の機能向上  2．栄養改善  

実施回数：月  回  （3）介護予防訪問介護  

（4）その他のサービス  

1．介護予防訪問入浴介護   

3．介護予防訪問リハビリテーション   

5．介護予防短期入所生活介護   

7．介護予防居宅療養管理指導  

2．介護予防訪問看護  

4．介護予防福祉用具貸与  

6．介護予防短期入所療養介護  

8．介護予防認知症対応型通所介護   

6  



Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等   
に基づき記入して＜ださい。  

もの1つに○）  3）介護予防ケアプランの継続  （当てはまる   

3．中断  2．終了  1．継続  

l  

l  

l  

」＞ 3－1）「2．終了」又は「3．中断」の場合、その理由は何ですか。  

（当てはまるも‡の全てに○）  

1．一般高齢者になったため  

2．制  

3．死亡  

4．転居  

5．入院  

6．本人の希望  

l  

l  

l  l  

l  

l  

l  

I  

1  1  1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  1  1  1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

t  

l  l  

l  

l  

J  

l  

l  

l  

l  

l  

1  

1  

1  1  

1  

1  

I  

l  l  l  l  

l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  1  1  

1  

1  

1   

t  

l  

l  l  

l   

l  

l  1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  1   

1   

1  

I   

l   l   l   

l   

l   

l   

l   

l   

t   

l   l   

l   

l   

l   

l  

l‾▼‾‾－  

1  

1  1  1  1  1  

l  

l  

l  l  l  

了．家族の事情（家族の入院・介護など）  

乱 その他  

9．不明  
l  

l  

l  

l  l  

：－＝－＞3－2）「6．本人の希望」の場合、その理由は何ですか。  

（当てはまるもの全てに○）  

1．身体的な改善  

ミーーーーーL身摩的な悪化  

3．提供されるサービス、プログラム内容が不満なため  

4．サービスを提供する職員との関係  

5．通うことが困難となったため  

6．他の利用者との関係  

了．その他  

8．不明  
】  
l  

l  

l  

㌻－う3－3）「2．身体的な悪化」の場合、その原因は何だと思いますか。  

（当てはまる岬こ0）  

1．既往症の悪化  

2．新たな疾患の発生  

3．転倒などの事故  

4．廃用症候群（生活不活発病）  

5．その他  

6．不明  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

t  

l  

l  

l  

l  

l  l  l  

l  

】  
t  

l  

l  

l  

1   

3－4  

へ続く  

3－5，3－6，3－7   

へ続く  

7   



Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等   

に基づき記入してください。  

し－－＞3－4）「2．身体的な悪化」の場合、その原因は介護予防サービス  

に起因するものでしたか。（当てはまるもの1つに○）  

1．はい  

2．いいえ  

3．不明  
l  

l  

l  

l  

ト＞3－5）「2．介護給付の対象者（要介護認定者）になったため」の場合、その原因  
は何だと思いますか。（当てl呈まるもの全てに○）  

1．既往症の悪化  

2．新たな疾患の発生  

3．転倒などの事故  

4．廃用症候群（生活不活発病）  

5．その他  

6．不明  
l  l  l  

l  

ト＞3－6）「2．介護給付の対象者（要介護認定者）になったため」の場合、阜の原因  
は介護予防サービスに起因するものでしたか。   

1．はい   

2．いいえ   

3．不明  

（当てはまるもの1つに○）  

ーー＞ 3一了）「2．介護給付の対象者（要介護認定者）になったため」の場合、その要介  

護状態区分（当てはまるもの1つに○）  

1．要介護1  2．要介護2  3．要介護3  

4．要介護4  5．要介護5  

8   



Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等   

に基づき記入してください。  

I l－－－一一－－－一一－－－－－－－－－－▲■－■■■－‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾■■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－【‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾                                                                                                                                                 1  】  

：現在の要介護状態等（特定高齢者、要支援1・2）になる前（1カ月問）のサービスの；  
；内容と実施国数について、初回の調査時にのみお害えください。  
l l I ＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．．．．＿＿＿＿＿－＿＿▼＿】－－－＿＿＿－－●■■＿＿＿＿－■－－－－－－－－－－－■■－－－－－－】－■－■－－－－－－－－－－－一－－一一－－－－－－－－一一－－－－－1   

4）現在の要介護状態等になる前のサービス   

（輝こ○）（塑回のみ回答必要）   

【制度改正前の予防給付、介護給付】  

実施回数：月  

実施回数：月   

実施回数：月  

回・不明   

回・不明   

回・不明  

1．通所介護  

2．適所リハビリテ⊥ション   

3．訪問介護  

4．その他  

5．利用なし  

6．不明  

【新予防給付】   

了．介護予防通所介護   

8．介護予防適所リハビリテーション   

9．介護予防訪問介護  

10．その他   

11．利用なし   

12．不明  

実施回数：月  

実施回数：月  

実施回数：月  

回・不明   

回・不明   

回・不明   



Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等  

に基づき記入してください。  

回ものわすれ検査  
l－－－－－－－－－一一■－●－■－■－■－‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾－－－‾‾‾†■‾‾■－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ l  

… 年を取ってくると、ものわすれも多くなってきますが、適切な支援により改善すること； l  
：も分かってきましたので、適切な評価が必要となっています。これは、日本でも最も広く：  
l ：行われている「ものわすれ検査」です。 l  
l  ■■■ ■ ■ ■ 一 ■ ■ ■ ■－ ▼■ ■■ －－ ■■－ ■■－■－ － － － －－ － －－■－－ － －－ － － －－ － － －－ － ■■－ －■－－1▲■ ■■■－ ■ －－■ ■ ■ ■ －■1■■■ ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■－■－ ■■ －■■■ ■■ ■ －■－ ■ ■ ■■‾■ ■■   

以下の項目について、面接者がそれぞれ聞き取りの上、点数を付けてください。  

l  

1  

1  

l  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

質問内容  

1）お年はいくつですか。  

（※2年までの誤差は正解とする。）   

2）今日は何年の何月何日ですか。何曜日ですか。   

（※年、月、日、曜日が正解でそれぞれ1点ずつとする。）   

3）私たちがいまいる所はどこですか。   

（※自発的にできれば2点、5秒おいて家ですか？病院ですか？施設ですか？  

のなかから正しい選択をすれば1点とする。）   

4）これから言う3つの言葉を言ってみてください。あとでまた聞きますのでよく  

覚えておいてください。   

（※以下の系列のいずれか1つで、採用した系列に○印をつけておく。）  

1：a）桜 b）猫 c）電車  

2：a）梅 b）犬 c）自動車   

5）100から7を順番に引いてください。   

（※100－7は？それからまた7をひくと？と質問する。  

最初の答えが不正解の場合、打ち切る。それぞれ1点とする。）   

6）私がこれから言う数字を逆から言ってください。   

（※6－8－2、3－5－2－9を逆に言ってもらう。  

3桁の逆唱に失敗したら、打ち切る。それぞれ‘1点とする。）   

丁）先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください。  

（※自発的に回答があれば各2点、もし回答が無い場合以下のヒントを与え、  

正解であれば1点とする。）  

a）植物 b）動物 c）乗り物   

8）これから5つの品物を見せます。それを隠しますので何があったか言ってください。   

（※時計、鍵、タバコ、硬貨など必ず相互に無関係なものにする。）   

9）知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください。   

（※答えた野菜の名前を右欄に記入する。途中で詰まったり、  

約10秒間待っても答えなかったりする場合はそこで打ち切る。）  

0～5＝0点、6＝1点、7＝2点、8＝3点、9＝4点、10＝5点  

合計点  ／30  

10   



Ⅰ地域包括支援センターにおいて、利用者本人からの聞き取り等  
に基づき記入してください。  

回食事・栄養の状態  

以下の項目について、それぞれ当てはまるもの1つに0を付けてください。  

1）食事摂取量（当てはまるもの1つ担）   

1．良好（76％～100％）   

2．不良（75％以下）   

3．不明  

2）血清アルブ．ミン値（呈三屋享草るも（り1つに○）  

1．髄旦  2・把握していない   

…う□g／。1（測定。：平成  年 月 。）  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   

において聞き取って記入してください。  

回家族構成  

1）一緒に住んでいる人は誰ですか。（当てはまるもの全てにQ）   

また、それぞれの人数も書いてください。  

2．子供   

4．孫   

6．実母   

8．義母  

1．配偶者   

3．子供の配偶者  人   

5．実父   

了．義父  

10．その他  人  9，兄弟姉妹   

11．ひとり住まい  

人  

2）一緒に住んでいる人のうち、主な介護者は誰ですか。前問1）のうち、当てはまる章   

号を1つ記入してください。  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入してください。  

回疾患既往歴  

1）要支援者又は特定高齢者となった原因は何ですか。  

（当てはまるもや全てに○）（初回のみ回答必要）  

2．心臓病  

4．呼吸器疾患（肺気腫、肺炎等）  

6．認知症  

8．糖尿病  

10．骨折・転倒  

12．その他  

1．脳血管疾患（脳出血、脳梗塞等）  

3．がん（悪性新生物）  

5．関節疾患（リウマチ等）  

7．パーキンソン病  

9．視覚・聴覚障害  

11．高齢による衰弱  

13．不明  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入してください。  

画過去3カ月間の入院  

1）過去3カ月間に入院しましたか。（当てはまるもの1つに○‡）  

2．いいえ  1．はい  

入院の原因となった疾患  

入院年月日   入院期間  （下の枠内から1つだけ  

選んでください。）   

（例）   平成18 年＿旦＿月 6 日   u 1用日間  
1   

月  1回目   平成  年＿  日   ．   日間  

月  2回目   平成  年＿  日   ［工］日間  

月  3回目   平成＿年  日   ≡ 日間  

月  4回目   平成＿年  日   m日間  

【入院の原因となった疾患の種類】  

1．脳血管疾患（脳出血、脳梗塞等）   

3．がん（悪性新生物）   

5．関節疾患（リウマチ等）   

了．パーキンソン病   

9．視覚・聴覚障害  

‖．高齢による衰弱  

13．不明  

2．心臓病  

4．呼吸器疾患（肺気腫、肺炎等）  

6．認知症  

乳 糖尿病  

10．骨折・転倒  

12．その他  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入してください。  

回生活機能に関する状況（基本チェックリスト）   

以下の項目につき、「はい」か「いいえ」のいずれかに○を付けてください。  

回答  

0．はい  1．いいえ  

0．はい 1．いいえ  

0．はい 1．いいえ  

0．はい  1．いいえ  

0．はい 1．いいえ  

0．はい  1，いいえ  

0．はい  1．いいえ  

0．はい 1，いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

質問項目  

り ／玖や電車で1人で外出していますか  

2） 日用品の買物をしていますか  

3）預貯金の出し入れをしていますか  

4） 友人の家を訪ねていますか  

5）家族や友人の相談にのっていますか  

6）階段を手すりや壁をったわらずに昇っていますか  

了）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか  

8）15分位続けて歩いていますか  

9） この1年間に転んだことがありますか  

10）転倒に対する不安は大きいですか  

11）6カ月間でト3kg以上の体重減少がありましたか  

i j J  

体重  12） 身長   

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

0．はい  1．いいえ  

1．はい  0，いいえ  

1．はい  0．いいえ  

0．はい 1．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1．はい  0．いいえ  

1，はい  0．いいえ  

13）半年前に比べて固いものが食べにく〈なりましたか  

14） お茶や汁物等でむせることがありますか  

15） 口の渇きが気になりますか  

16）週に1回以上は外出していますか  

1了）昨年と比べて外出の回数が減っていますか  

榔 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか  

19）自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか  

20）今日が何月何日かわからない暗があはすか  

21） にこ2週間）毎日の生活に充実感がない  

22） にこ2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった  

23）（ここ2週間）以前は楽にできていたことが今ではおっ〈うに感じられる  

24）（ここ2週間）自分が役に立つ人間だと思えない  

25）（ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする  

（注）12）については、BMI（＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m））が18．5未満の場合に「1・はい」と  
する。  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   

において聞き取って記入してください。   

座主観的QOL  
l‾‾‾‾‾‾－－‾‾－‾‾‾▼‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾－■■■‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－■■■－■‾‾‾－－－－▲一－－－■－■－  

1】 ミ このアンケートは、あなたがご自分の健康をどのように考えているかをお伺いするもの：  
：です。あなたが毎日どのように感じ、日常の活動をどの＜らい自由にできるかを知る上で：  
参考になりますD  

l l ¶＿＿【一一－＿＿＿＿＿＿＿・＿＿＿＿’＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿．＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1＿＿【．－＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

以下の項目について、それぞれ二重皐く当てはまるもの1つに0を付けてください。  

1）全体的にみて、過去1力  月間のあなたの健康状態はいかがで  したか。  

（一番よく当てはまる 

1．最高に良い  

3．良い  

5．良くない   

2．とても良い  

4．あまり良くない  

6．ぜんぜん良くない  

2）過去1瓢星置に、体を使う日常活動（歩いたり階段を昇ったりなど）をすることが身  

体的な理由でどのくらい妨げられましたか。（一番よく  当てはまるもの1つに○）  

1．ぜんぜん、妨げられなかった  

3．少し妨げられた  

5．体を使う日常活動ができなかった   

2．わずかに妨げられた  

4．かなり、妨げられた  

3）過去1丸星置に、いつもの仕事（家事も含みます）をすることが、身体的な理由でど  

のくらい妨げられましたか。（一番よく当てはまる  もの1つに○）  

1．ぜんぜん、妨げられなかった  

3．少し妨げられた  

5．いつもの仕事ができなかった  

2．わずかに妨げられた  

4．かなり、妨げられた  

4）過去1  カ月間に、  昼型痛みはどのくらいありましたか。  

（一番よく当てはまるもの1  つに○）  

1．ぜんぜんなかった  

3．軽い痛み  

5．強い痛み  

2．かすかな痛み  

4．中くらいの痛み  

6．非常に激しい痛み   
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   

において聞き取って記入して＜ださい。  

5）過去1カ月間、  どのくらい元気でしたか。（一番よく当てはまるもの1つに○）  

1．非常に元気だった  

3．少し元気だった  

5．ぜんぜん元気でなかった  

2．かなり元気だった  

4．わずかに元気だった  

6）通草1カ月間に、家族や友人とのふだんのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由   

で、どのくらい妨げられましたか。（一番よく当てはまるもの1つに○）  

1．ぜんぜん、妨げられなかった  

3．少し、妨げられた  

5．つきあいができなかった  

2．わずかに、妨げられた  

4．かなり、妨げられた  

7）過去1カ月現に、心理的な問題（不安を感じたり、気分が落ち込んだり、イライラし  

たり）に、どのくらい悩まされましたか。   

1．ぜんぜん悩まされなかった  

3．少し悩まされた  

5．非常に悩まされた  

（一番よく当てはまるもの1つに○）  

2．わずかに悩まされた  

4．かなり悩まされた  

8）過去1カ月間に、日常行う活動（仕事、学校、家事などのふだんの行動）が、Ib理的  

な理由で、どのくらい妨げられましたか。   

1．ぜんぜん、妨げられなかった  

3．少し、妨げられた  

5．日常行う活動ができなかった  

（一番よく当てはまるもの1つに○）  

2．わずかに、妨げられた  

4．かなり、妨げられた   
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入して＜ださい。  

両社全的支援  

l－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－一一－－－－－■・－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－■■■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－「 l  

… 実際に囲ったことや、体の具合が悪くなったことが最近ない場合は、もしそのような事ミ  
l ：態が発生した場合、どうなるだろうかということを仮定して記入してください。  
t＿－＿＿＿．，．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▼■■■－■－■・」－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－一－－－－－－－－－－－－－■－－■■‾‾▼‾‾▼‾▲‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

1）困ったときの相談相手がいますか。（当てはまるもの1？是Q）   

1．はい  0．いいえ  

2）体の具合が悪いときの相談相手がいますか。（当てはまるもの1つに○）   

1．はい  0．いいえ  

（当てはまるもの1つに○）  3）日常生活を援助してくれる人がいますか。   

1．はい  0．いいえ   

4）具合が悪いとき病院に連れて行ってくれる人がいますか。（呈抑1つに○）   

1．はい  0．いいえ  

もの1つに○）   （当てはまる  5）寝込んだとき身のまわりの世話をしてくれる人はいますか。   

1，はい  0．いいえ  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入してください。  

固唾眠等の状態  

1）過去1カ月間の就床時刻（消灯時刻）は、規則的ですか不規則ですか。  

もの1つに○）  （当てはまる   

2．不規則（2時間以上変動）  1．規則的   ■ l  
l  

l  

し一十1－1）「1．規則的」と回答した方は、それは何時何分ごろですか。  

（1．午後  2．午前）（  ）時（  ）分頃   

2）就床時刻（消灯時刻）から寝付くまでの時間はどのくらいでしたか。   

（皇三脚こ○）   

1．15分未満  2．15分以上30分未満   

3、30分以上60分未満  4．60分以上   

3）過去1カ月間の起床時刻（日中に向けての行動開始時刻、寝たきりの場合はしっかり   

とした朝の覚醒時刻）は、規則的ですか不規則ですか。（当坤こ○）   

遡岨  2・不規則（2時間以上変動）  

t  

L＿■3－1）「1．規則的」と回答した方は、それは何時ごろですか。  

（1．午後  2．午前）（  ）時頃   

4）過去1カ月間に、就床時刻から起床時刻までの夜中に、目が覚めることがありました  

か。（当ては要るもの埋立）  

1．あり  2．なし  
l  

l  

t 卜■4－1）「1．あり」と回答した方は、どのくらいの頻度でしたか。  
l  

（当てはまる叫）  

1．過に1回未満  

3．週に3回以上  

2．週に1～2回  

4．ほぼ毎日  

▼◆4－2）「1．あり」と回答した方は、目が覚めている時間はどのくらいでしたか。  

1つに○）  （当てはまる  もの   

2．30分以上60分未満  

4．90分以上120分未満   

1．30分未満  

3．60分以上90分未満  

5．120分以上  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入してください。  

5）過去1カ月間に、昼寝（日中の睡眠）がありましたか。（当二王拝まるか乃1つに○）   

1．あり  2．なし  
■
■
■
－
－
L
■
■
■
■
●
■
－
■
■
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
－
－
」
 
 

ー◆5－1）「1．あり」と回答した方は、どのくらいの頻度でしたか。  

（当てはまるもの1つ越）  

2．週に1～2回  

4．ほぼ毎日  

1．週に1回未満  

3．週に3回以上  

＿十5－2）「1．あり」と回答した方は、その時聞はどのくらいでしたか。  

約（  ）時間（  ）分／1日当たり  

もの1つに○）  6）過去1カ月間の目覚めはいかがですか。   

1．よい   

3．あまりよくない  

（当てはまる   

2．まあまあよい  

4．悪い  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入してください。  

両認知的活動   

以下の項目について、それぞれ呈三脚を付けてください0  

1）テレビを見る。（旦三拝まるも岬）  

1．ほとんど毎日  2．週に数回   

4．年に数回  5．年に1回以下  

3．月に数回  

2）ラジオを聞く。（呈動こ0）  

1．ほとんど毎日  2．週に数回   

4．年に数回  5・年に1回以下  

3．月に数回  

3）新聞を読む。（旦坤）  

1．ほとんど毎日  2，週に数回   

4．年に数回  5．年に1回以下  

3．月に数回  

4）雑誌を読む。（呈鋤こ0）  

1．ほとんど毎日  2．週に数回   

4，年に数回  5．年に1回以下  

3．月に数回  

5）本を読む。（旦咄）  

1．ほとんど毎日  2．週に数回   

4．年に数回  5・年に1回以下  

3．月に数回  

1つに○）  てはまるもの  6）トランプ、麻雀などのゲームをする。（  

3．月に数回   1．ほとんど毎日  2．週に数回  

4．年に数回  5・年に1回以下  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）ガ記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入してください。  

崩落ち込みやすさ  
l－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－■－■●■■－■●■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾■■‾－－‾‾－‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

l 年をとって＜ると、うつ状態になることも多くなってきますが、適切な支援により改善：  
l tl ：することも分力1ってきましたので、適切な評価が必要となっています。これは、世界中で： ll  
；最も広く行われている「うつ検査」です。  

：なお、最近の様子（1カ月間程度）について聞く評価項目であり、若いころからの性格：  
：や人生観について聞くものではありません。  
l  

以下の項目につき、「はい」か「いいえ」のいずれかに○を付けてください。  

回答   

1．はい   2．いいえ   

1．はい   2，いいえ   

1．はい   2．いいえ   

1．はい   2．いいえ   

1．はい   2．いいえ   

1．はい   2．いいえ  

質問項目   

1） 基本的に自分の人生に満足している。   

2） 活動や興味がかなり減った。   

3） 人生は空虚だと感じる。   

4） 飽きてしまうことが多い。   

5） たいていいつも元気がある。   

6） 何か悪いことが自分の身に降りかかるのではないかと  

恐れている。  

了） たいていいつも幸せである。   

8） 無力感を覚えることが多い。   

9） 外出したり何か新しいことをするより、家にいる方がいい。   

10） 普通の人より、記憶に障害が多いと感じる。   

11） 今生きていることは素晴らしいと思う。   

12） 今の自分の生き方には価値がないと感じる。   

13） エネルギーに溢れている。   

14） 自分の状況には望みがない。  

1．はい  2．いいえ   

1．はい   2．いいえ   

1．はい   2．いいえ   

1．はい   2．いいえ   

1．はい   2．いいえ   

1，はい   2．いいえ   

1．はい   2．いいえ   

1．はい   2．いいえ  

15） 他の多くの人は、自分よりいい状態（いい人生を送っている）1．はい   2，いいえ  

と思う。  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   
において聞き取って記入して＜ださい。  

圃ふだんの過ごし方  

以下の項目について、それぞれ豊吉はまるもの1つに○を付けてください0  

1）日中、おもに過ごす場所はどこですか。（呈抑）  

1．自宅外  2．自宅敷地内   

3．自宅屋内（自分の部屋以外） 4．自分の部屋  

るもの1つに○）  2）日中、おもな過ごし方はどれですか。（  当てはま   

2．家の仕事（役割）  

4．主にテレビ  

6．特になし  

1．自宅外の仕事（役割）  

3．趣味  

5．その他  
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Ⅱ 利用者本人（又は家族）が記入するか、地域包括支援センター   

において聞き取って記入して＜ださい。  

麺 口腔機能の状態  

以下の項目について、当てはまるもの1つに○を付けてください。  

1）自分の歯又は入れ歯で左右の奥歯をしっかりとかみしめられますか。   

（当てはまるもの1つに○）  

1，両方できる  2．片方だけできる  3．どちらもできない   
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Ⅱ 各サービスを実施する事業所において記入してください。  

田運動蕃の機能向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

l－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－‾‾‾－－■■▼‾‾‾－－一一【‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾▼‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

三 介護予防ケアプランに含まれる「運動器の機能向上」を図るための介護予防プログラム  

暮 ：の内容等について、お害えください。  

い1月当たりの実施回数」については、調査開始時は予定される国難を記入し、そ型後〔開  
‡始後3力即実績回数を記入してください。  
l  l＿＿．－＿－＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿－一■一－－－－－－－一一－－・－－－－－・一－－－－一■■‾‾‾－－－・－■‾‾‾－一】－■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾－▼‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

（1．男   2．女）  

日（項目画について）  記入日  平成 ＿年  月  

1）実施事業者名（   

2）運動器の機能向上の開始年月  

平成＿年＿ 月   

3）1月当たりの実施回数  

月  回  

の1つに○）  4）1回当たりの実施時間   

1．30分未満  

（当てはまる  

2．30分以上1時間未満   

3．1時間以上2時間未満■   4．2時間以上   

5）運動器の機能向上を必要とする理由（呈㈱こ○）   

1．疾患（脳梗塞、消化器、呼吸器、腎臓疾患、関節疾患など）  

2．手術・退院直後の運動器の機能低下  

3．口腔及び摂食・喋下機能の問題   

4．生活における大きな出来事（死別、転居など）による精神的ストレス   

5．廃用症候群性活不活発病）や生活機能低下（買い物、食事づくりなど）  

6．閉じこもり  

了．うつ  

8．認知症  

9．その他  
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Ⅱ 各サービスを実施する事業所において記入してください。  

6）実施方法（豊三脚こ○）   

1．グループ体操   

3，マシンによらない筋力増強訓練   

5．日常生活動作に関わる訓練   

7．その他   

7）運動器の機能の状態  

2．マシンによる筋力増強訓練  

ヰ．持久性訓練（自転車こぎ、水中ウオーキングなど）  

6．レクリエーション・ゲーム  

小数点一桁まで記入。  

「4．5m歩行時間働、方の値を記入。  

「1．握力」及び「2．開眼片足立ち時間」欄測定したかに○をつける。  

工］kg（1．右 2．左）  1．握力  

2．開眼片足立ち時間  

3．TUG（Timed Up＆Go）  

4．5m歩行時間（通常速度）  

5．5m歩行時間（最大速度）  

秒 （1．右  2．左）  

［工二＝□秒  

］⊥⊥⊥」秒  

8）サービス提供の職種（当てはまるもの全てに○）   

1．医師  2．理学療法士   

4．言語聴覚士  5．保健師  

3．作業療法士  

6．看護師及び准看護師   

7．柔道整復師  8．あん摩マッサージ指圧師  9．その他   

9）過去3カ月間の事故発生（当てはまるもの1つに○）（初回は回答不要）   

1．あり（具体的な内容：  

2．なし   

柑）運動器の機能向上に関する目標の設定（当てはまるもの1つに○）   

1．できている  2．できていない  

L－ト10－1）「1．できている」と回答した方（当てはまるもの1つに○）。  

1．目標に向けて努力している  

2．目標に向けて努力していない  

11）家族による支援の有無（当てはまるもの1つに○）   

1．積極的な支援あり  2，消極的な支援あり  3．支援なし   
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Ⅱ 各サービスを実施する事業所において記入して＜ださい。  

画栄養改善を園るための介護予防プログラムの内容等  

l－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■‾‾‾‾‾■■■■‾‾‾‾‾】一－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾■†‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾▼  

：介護予防ケアプランに含まれる「栄養改善」を図るための介護予防プログラムの内容等  

l こについて、お害えください。  
；rl月当たりの実施回数」については、調査開始時は予定される回数を記入し、その後（開  
≡姫後閲数を記入してください。  
l  

l  

I＿  

（1．男   Z．女）  

日（項目画について）  記入日  平成  年  月  

1）実施事業者名（   

2）栄養改善の開始年月  

平成   年  月   

3）1月当たりの実施回数  

月  回   

4）実施時間  

（1）初回の栄養相談（4担当を旦）   

1．30分未満   

3．1時間以上2時間未満  

（当三脚こ0）  
2．30分以上1時間未満  

4．2時間以上  

つに○）  1回当たり）（当てはまるもの1   （2）2回目以降の栄養相談（  

1．30分未満  

3．1時間以上2時間未満  

2．30分以上1時間未満  

4．2時間以上  
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Ⅱ 各サービスを実施する事業所において記入してください。  

（当てはまるもの全てに○）   5）低栄養状態のおそれが生ずることとなった理由  

1．疾患（脳梗塞、消化器、呼吸器、腎臓疾患、発熱、風邪など）  

2．手術・退院直後の栄養状態  

3．口腔及び摂食・喋下機能の問題   

4．生活における大きな出来事（死別、転居など）による精神的ストレス   

5．廃用症候群（生活不活発病）や生活機能低下（買い物、食事づくりなど）  

6．閉じこもり  

了．うつ  

8．認知症  

9．その他   

6）栄養相談の実施方法（当てはまるもの全てに○）   

1．適所による個別型（栄養相談など）  

2．適所による小グループ型（栄養教育、料理教室など）  

3．訪問による栄養相談等  

4．その他   

7）栄養相談において実施したこと（当てはまるもの全てに○）   

1．低栄養状態や栄養改善等に関する情報の提供  

2．食事・食生活への助言  

3，食形態に関する助言  

4．食材料の調達に関する助言  

5．食事づくりに関する技術指導や実演  

6．一般高齢者施策による栄養教室、料理教室などの紹介や調整  

了．ボランティアによる支援の紹介や調整  

8．家族による支援に関する助言や調整  

9．配食の支援の紹介や調整   

10．健康補助食品等の紹介や調整   

11．その他  
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Ⅱ 各サービスを実施する事業所において記入して＜ださい。  

8）栄養の状態  

（1）体重の変化  

現在の体重  

1カ月前の体重  

3カ月前の体重  

6カ月前の体重  

（2）BMI   

⊂［工］  

壬1二二kg 
‾ 

・不明  

［二工1二工］kg・不明  

［ココココkg・不明  

［二仁亡□k・不明  

（3）血清アルブミン値（呈㈱こ0）  

1．把握している  2．把握していない  

ト 
「‾十  

し－－…＞」⊥」g／dl（測定日：平成  年  月  日）  

1つに○）  はまるもの   （4）食事摂取量（  当て  

1．良好（76％～100％）  

2．不良（75％以下）  

9）サービス提供の職種（呈てはまるもの全てにq）   

1．管理栄養士   

2．栄養士（栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士）  

3．その他  

10）過去3カ月問の事故発生（呈抑）（初回は回答雪雲）   

1．あり（具体的な内容：  

2．なし  

1つに○）  てはまるもの   ＝）栄養改善に関する目標の設定   

1．できている  2．できていない  

し＿＿．1ト1）rl．できている」と回答した方（呈抑）  

1．目標に向けて努力している  

2．目標に向けて努力していない  

の1つに○）  るも   （当てはま  12）家族による支援の有無   

1．積極的な支援あり  3．支援なし   2．消極的な支援あり  
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Ⅲ 各サービスを実施する事業所において記入して＜ださい。  

困 口腔機能の向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

l－－－－－－－一一一一－－一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－■■■－－【－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

介護予防ケアプランに含まれる「口腔機能の向上」を図るための介護予防プログラムの  

1内容等について、お害えください。 l  
「1月当たりの実施回数」については、調査開始時は予定される回数を記入し、三重崖  

l 三上盟担後3カ月毎）は調査局の前月の実績回数を記入して＜ださいD  
l  

l＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一】－－－－■－－－－－－－－－－一一－－－－－一一一一－－－－－－－－－－■－●■■■■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

1）実施事業者名（   

2）口腔機能の向上の開始年月  

平成   年  月   

3）1月当たりの実施回数  

月  回  

（1）言言吾聴覚士、歯科衛生士、看護職員等による専門的サービス  

月  回   

（2）介護職員等による基本的サービス  

月  回   

4）実施時間（敢）  
（1）グループ（1回当たり）（当てはまるもの1つに○）  

1．10分未満  2．10分以上20分未満   

3．20分以上30分未満  4．30分以上   

（2）個別（1回当たり）（当てはまるもの1つに○）  

1．10分未満  2．10分以上20分未満  

3．20分以上30分未満  4．30分以上  
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Ⅲ 各サービスを実施する事業所において記入してください。  

5）口腔機能の向上を必要とする理由（当てはまるもの全てに○）   

1．疾患（脳梗塞、消化器、呼吸器、腎臓疾患、発熱、風邪など）  

2．手術・退院直後の口腔機能の低下  

3．口腔ケアの習慣がない（歯みがき、入れ歯の手入れなど）  

4．生活における大きな出来事（死別、転居など）による精神的ストレス  

5．廃用症候群（生活不活発病）や生活機能低下（買い物、食事づくりなど）  

6．閉じこもり  

了．うつ  

臥 認知症  

9．その他   

6）実施方法  

（1）言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等による専門的サービス   （呈㈱）  
1．口腔機能の向上の説明  

2．健口体操  

3．口腔清掃の指導  
I  

L－－－ト（1．個別 2．集団）（1．歯 2．入れ歯 3．舌）  

4．口腔清掃の実施  

－－－←（1．個別 2．集団）（1．歯 2．入れ歯 3．舌）  

む旦那郡齢巨訓練  

＿†－．（1．個別 2．集団）  

鞋嘩下機碍訓練  

L－－－ト（1．個別 2．集団）  

し構宣・発声訓塵  
l  

ーーート（1．個別 2．集団）  

岨迦迎－こ辿1此  

＿＿＿．（1．個別 2．集団）  

爛指導  
l  

し一－－ト（1．個別 2．集団）  

10．その他  
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Ⅱ 各サービスを実施する事業所において記入して＜ださい。  

（2）介護職員等による基本的サービス   

（当てはまるもの全てにOn個別・集団の別、部位の別についても当てはまるもの全てに○。）   

1．健口体操  

2．婚青掃の実施  

…←（1．個別 2．集団）（1．歯 2．入れ歯 3．舌）  

3．口腔清掃の支援（声掛け、誘導、機材準備、入れ歯の着脱、確認など）  

4．口腔清掃の介助  

－－－←（1．歯 2．入れ歯 3．舌）   

7）口腔機能の状態  

（1）口の渇きにより食事や会話に支障がありますか（当てはまる錘1つに○）  

1．ない  2．時々ある  3．いつもある   

（2）反復唾液喋下テスト（RSST）の回数（当てはまるもの1つに○）   

1．3回以上  2．3回未満   

（3）食事をおいしく食べていますか（当てはまるもの1つに○）  

1．とてもおいしい  2．おいしい  

4．あまりおいしくない  5．おいしくない  

3．ふつう  

（4）しっかりと食事が摂れていますか（当てはまるもの1つに○）   

1．よく摂れている  2．摂れている  3．ふつう   

4．あまり摂れていない  5．摂れていない  

（5）お口の健康状態はどうですか（当てはまるもの1つに○）   

1．よい  2．まあよい   

4．あまりよくない  5．よくない   

（6）食事への意欲はありますか（当てはまる趣）   

1．ある  2．あまりない   

（7）食事中の食べこぼし（当てはまるもの1つに○）  

3．ふつう  

3．ない  

1，こぼさない  2．多少はこぼす  3．多量にこぼす  

（8）食事中や食後のタン（療）のからみ（当てはまるものtつ昼Q）  

1．ない  2．時々ある  3．いつもある  
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Ⅲ 各サービスを実施する事業所において記入して＜ださい。  

（9）食事を残す量（残食量）（望郷こ0）  

3．多量にある（1／2以上）  1．ない  2．少量ある（1／2未満）  

もの1つに○）  口臭（当てはまる  （10）   

3．強い  2．弱い  1．ない  

（11）舌・歯・入れ歯などの汚れ（呈てはまるもの1つ唾）  

1．ある  2．多少ある   

（12）食事後の口腔内に食物残達（当てはまるも叩こ○）  

3．ない  

3．多量にある  2．中程度ある   

1つに○）   

1．なし・少量ある  

るもの  舌苔（当てはま  （13）  

3．多量にある  2．中程度ある  1．なし・少量ある   

（14）義歯あるいは歯の汚れ   

1．なし・少量ある   

るもの1つに○）  （当てはま   

3．多量にある  2．中程度ある  

（15）口腔衛生習慣のための声かけの必要性（輝こ○）  

1．必要なし（口腔衛生習慣が維持されている。 声かけをしなくても自発的に歯み  

がきや入れ歯の手入れをしている。）   

2．必要あり（口腔衛生習慣が低下している。声かけをしなければ歯みがきや入れ  
歯の手入れをしない。）   

3．不可（認知症等により声かけに応じられない。）  

は四捨五入）   点以下  （16）反復唾液暁下テスト（RSST）の積算時間  

1回目［二工］秒  

2回目  

3回目⊂［二1秒  

（1了）オーラルディアドコキネシス（ロの動き）  

（それぞれ10秒間に癖遡）  
回／秒  ノく   

タ ロニニ］回／秒  

カ m回／秒  

1つに○）  るもの   （当てはま  （18）頬の膨らまし（空ぶくぶくうがい）  

3．不十分   1．左右十分可能  2．やや十分  
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Ⅲ 各サービスを実施する事業所において記入して＜ださい。  

8）専門的サービス提供の職種（当てはまるもの全てに0）   

2．歯科医師  3．歯科衛生士  

5．看護師又は准看護師   6．言語聴覚士  

1．医師  

4．保健師  

了．その他   

9）過去3カ月聞の事故発生   

1．あり（具体的な内容：  

2．なし  

1つに○）（初回は回答不要）  （当てはまるもの   

10）口腔機能の向上に関する目標の設定（当てはまるも哩）   

1．できている  2．できていない  

L一十9－1）「1．できている」と回答した方（当てはまるもの1つに○）  

1．目標に向けて努力している  

2．目標に向けて努力していない  

11）家族による支援の有無（当てはまるもの1つに○）   

1．積極的な支援あり  2．消極的な支援あり  3．支援なし   
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Ⅲ 各サービスを実施する事業所において記入してください。  

困 アクティビティの内容等  

l■■‾‾‾－－●■‾‾－－－－－一－‾‾‾‾‾■■‾‾‾‾‾－■－†‾‾‾‾‾‾‾‾‾■■‾‾‾‾】－一一■‾‾‾‾‾‾‾‾一■‾‾‾‾－－－一一－■－■■■■－－－－－－－－－－－－－  

l 介護予防適所介護において実施している場合のアクティビティの内容等について、お筈：  】 
l  

；え＜ださい。  

l 「1月当たりの実施回数」については、調査開始時は予定される回数を記入し、その後（開：  
l  

‡始簡閲数を記入して＜ださい。  

1）実施事業者名（   

2）アクティビティの開始年月  

平成   年  月   

3）1月当たりの実施回数  

月  回  

（当てはまるもの1つに○）   （1回当たり）  4）実施時間  

2．30分以上1時間未満  

4．2時間以上  

1．30分未満  

3．1時間以上2時間未満   

5）過去3カ月間の事故発生   

1．あり（具体的な内容：  

2．なし  

（遡塾享回答不要）  （当てはまるもの1つに○）   

6）アクティビティに関して、目標が設定できていますか。（当て卿○）   

1．できている  2．できていない  

（当てはまるもの1つに○）。  ∴◆6－1）「1．できている」と回答した方  

1．目標に向けて努力している   

2．目標に向けて努力していない  
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継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果を検証  

するための情報収集関係）の調査票に係る記入要領（案））   



継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果を検証するため  

の情報収集関係）の調査票に係る記入要領（案）  

回調査票表紙  

1．項目の定義   

○ID番号   

・利用者1人ひとりを同定するための10桁の番号である。   

・当該センターで利用者ごとに番号を付けることとし、同郷繰り返す  

墜購れ呑ものとする。   

・5桁の市町村番号（当該事業開始時の番号）＋5桁の利用者ごとの番号を記入する。  

二 一－－－－－■  □   
し－－－－「叫Y一－－－－－－ノし＋＋ 一V｝－－ノ  

市町村符号  任意の番号  
01×××～47〉くXX OOOOl′一月9999  

○ 記入日  

・聯を記入した年月日である。  

○ 都道府県・市区町村  

・該当する地域包括支援センターの所在地である。  

○ 地域包括支援センター名  

・該当する地域包括支援センターの名称を記入する。  

○ 氏名・性別・生年月日  

・利用者の氏名・性別・生年月日を記入する。  

○ 保険料段階  

・利用者の介護保険料の段階である。  

○ サービス開始年月日  

・利用者が介護予防サービスを利用し始めた年月日である。  

2．調査上の留意点   

記入日について、 同一利用者に対して複数日にわたって調査・記入した場合は、最後   

に記入した日をもって「記入日」とする。   

保険料段階について、本人から介護保険証を見せてもらうことにより、現状を正確に   

把握することが望ましい。   

サービス開始年月日について、利用者が当該センターでの介護予防プランに基づいて   

介護予防サービスを利用し始めた年月日を記入する。ただし、介護予防ケアプランを複   

数回作成している場合は、最初のケアプランに基づく介護予防サービス開始年月日を記   

入する。   

調査開始後に調査協力が得られなくなったために終了する場合は、チェック欄に「レ」   

を記入すること。   



回要介護認定等の状況  

1．項目の定義   

要介護認定等の状況と日常生活自立度について調査する。   

特定高齢者については、利用者本人が地域包括支援センターに来所することとなった契   

機（把握経路）について調査する。  

2，調査上の留意点   

要介護認定等の状況については、介護認定審査会での判定結果を記入する。   
また、前回の要介護認定等の状況については、調査開始時において記入すること。それ   

以降は記入する必要はないが、あらためて調査対象者になった場合は、再度記入するこ   

と。  

日常生活自立度では、障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）、認知症高齢者の   

日常生活自立度のそれぞれについて、調査票に示す判定基準に従って記入者が判断し、   

記入すること。  

特定高齢者の把握経路については、利用者本人などから聞き取りを行った結果を記入   

すること。また、特定高齢者での調査開始時において記入すること。それ以降は記入す   

る必要はないが、あらためて特定高齢者になった場合は、再度記入すること。  

3．選択肢の判断基準  

日常生活自立度では、障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）、認知症高齢者の   

日常生活自立度のそれぞれについて、調査票に示す判定基準に従うこと。   

特定高齢者の把握経路では、当てはまるもの全てに○を付けること。  

回介護予防サービス等の内容  

1．項目の定義   

今回の介護予防ケアマネジメントを通じて作成された介護予防ケアプランの内容（実   

施することとなったサービスの種類）及び実施回数。  

今回、介護予防ケアプランを終了または中断することになった場合には、その理由・   

原因を記入する。  

また、初回のみ、特定高齢者又は新予防給付になる前の予防給付・介護給付のサービ   

スの内容及び実施回数について記入する。  

2．調査上の留意点   

1）「地域支援事業による介護予防」は、特定高齢者のみ回答する（要支援者は回答  
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しない）。   

今回初めて介護予防ケアプランを作成した場合、3）「介護予防ケアプランの継続」  

は回答しない。   

2）「予防給付」は、要支援者のみ回答する（特定高齢者は回答しない）。  

今回初めて介護予防ケアプランを作成した場合、3）「介護予防ケアプランの継続」は  

回答しない。   

実施回数は、調査開始時においては、予定される実施回数を記入する。   

4）「現在の要介護状態等になる前のサービス」は、現在の要介護状態等（特定高齢  

者、要支援1・2）になる前（1カ月間）のサービスの内容と実施回数を記入する。（地  

域包括支援センターで把握していない場合は、本人からの聞き取りで記入し、不明な場  

合は不明とする。）  

3．選択肢の半り断基準  

3）「介護予防ケアプランの継続」における3－1）の「1．一般高齢者になったため」   

とは、要介護認定等の改善により介護予防サービス（特定高齢者施策、予防給付）の対   

象から外れた場合をいう。同様に「2．介護給付の対象者（要介護認定者）になったた   

め」とは、要介護認定等の悪化により介護予防ではなく介護給付の対象となった場合を   

いう。  

計2）の・「1．身体的な改善」とは、体調がよくなったため、介護予防サービスを利   

用する必要がないと本人が感じて終了した場合をいう。「2．身体的な悪化」とは、要   

介護認定には至っていないが、体調不良により介護予防サービスの利用継続が難しいと   

本人が感じて終了した場合をいう。  

また、「死亡J、「転居」、「入院」又は「本人の希望」等の理由で「終了」又は「中断」   

した場合、「調査票項目Ⅰの回～回」については、地域包括支援センターで記入し、「調   

査票項目Ⅰの回、軌及び「調査項目Ⅲ・Ⅲ」については記入不要とする。  

回 ものわすれ検査  

1．検査の概要  

ここで使われるもの忘れ検査である改訂版長谷川式簡易知能評価スケール（HDS－R）は、   

もともとは認知症をスクリーニングするためにわが国で開発された簡便な質問式の検   

査法である。つまり、対象者の日常生活の様子が十分に把握できない時、単身者である   

時、高齢者世帯で情報提供者となるべき配偶者が虚弱であったりする時、認知症の疑い   

があるかどうか の目安をつけることが本来の用い方である。  

健常者の記憶機能を含めた認知機能の推移をみることは目的としていないが、認知症   

が軽度である場合には、特定高齢者を対象とした介護予防プログラムに参加してもらう   



ことが適切である場合があるために本検査が含まれている。   

HDS－Rは年齢、時間の見当識、場所の見当識、単語の再生と遅延再生、計算、数字の  

逆唱、物品の視覚記銘、言語の流暢性の9つの設問から構成されている。対象者の生年  

月日のみ事前にわかれば周囲の人や家族からの情報がなくとも施行可能である。   

すべての質問式のスケールに共通するが、HDS－Rは観察式の検査法とは異なり、対象  

者の協力が不可欠であり、また高度の視聴覚障害がある時には施行できない。披検者の  

意欲や集中力が十分でない時やうつ状態では実際よりも得点が低くなる傾向がある。ま  

た、HDS－Rを認知症の人に行った場合には教育歴による影響はないが、健常者では教育  

歴によって若干影響を受ける。   

本検査の最高得点は30点で、スクリーニング検査として用いる場合には20点以下を  

認知症、21点以上を非認知症とした場合に最も高い弁別性が得られる。   

いまのところ、得点による認知症の重症度分類は行われていないが、参考までに認知  

症の重症度ごとの平均得点は、非認知症こ24．3±3．9、軽度：19．1±5．0、中等度：15．4  

±3．7、やや高度：10．7±5．4、非常に高度：4．4±2．6となる。  

2．調査上の留意点及び選択肢の判断基準  

施行時間は5分程度である。実施する前には「これから記憶力の検査をしてみますが、   

よろしいですか。簡単な質問ですが、5分位かかります。」というような説明をして断   

った上で施行するようにする。このもの忘れ検査を実施するときには可能な限り周囲か   

らの騒音などがない静かな場所で行う。居宅でテレビなどがつけられている時には少な   

くとも音声がでないようにする。また、薄暗い場所で実施することは避ける。各質問に   

ついては、次の点に留意する。  

1）年齢   

満年齢が正確に言えれば1点を与え、2年までの誤差は正答とみなす。被検者が正   

答できない時に、家族が脇から答えを言ったりしないように注意をしておく。  

2）日時の見当識  

「今日は何年の何月何日ですか？」と問う。続けて聞くのではなく、「今日は何月   

何日ですか？」と聞き、「何曜日でしょう？」「今年は何年ですか？」とゆっくり別々   

に聞いてもよい。年・月・日・曜日それぞれの正答に対して各1点を与える。年につ   

いては西暦でも正解である。年齢の質問と同様に被検者が正答できなV・、時に、家族が   

脇から答えを言ったりしないように注意をしておく。  

3）場所の見当識   

「私たちがいまいるところはどこですか？」と問う。被検者が自発的に答えられれ   

ば2点を与える。病院名や施設名、住所などが言えなくてもよく、現在いる場所がど  
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ういう場所なのか本質的に捉えられていればよい。もし、正答がなかった場合には約  

5秒おいてから「ここは病院ですか？家ですか？施設ですか？」と問い、正しく選択  

できれば1点を与える。  

4）3つの言葉の記銘   

「これから言う3つの言葉を言ってみてください。あとでまた聞きますのでよく覚   

えておいてください」と教示する。3つの言葉はゆっくり区切って発音し、3つ言い   

終わった時に繰り返して言ってもらう。使用する言葉は2系統あるため、いずれか1   

つの系列を選択して用いる。1つの言葉に対して各1点を与える。もし正解がでない   

場合、正答の答えを採点した後に正しい答えを教え、覚えてもらう。もし3回以上言   

っても覚えられない場合にはそこで打ち切り、質問7の「言葉の遅延再生」の項目か   

ら覚えられなかった言葉を除外する。質問4の3つの言葉の直後再生ができない場合   

には質問7の遅延再生は出来ないことが多い。  

5）計算   

「100引く7はいくつですか？」「それからまた7を引くといくつになるでしょう？」   

と問う。「93から7を引くと？」というように検査者が最初の引き算の答えを繰り返   

して言ってはならない。各正答に対して1点を与えるが、最初の引き算の答えが誤り   

である場合にはそこで打ち切り、2つめの引き算は行わない。質問5は健常者では比   

較的教育歴による影響を受けやすい。  

6）数字の逆唱  

「私がこれから言う数字を逆から言ってください」と教示する。数字は続けて言う   

のでなく、ゆっくりと約1秒の間隔をおいて提示し、言い終わったところで逆から言   

ってもらう。正解に対して各1点を与えるが、3桁の逆唱ができなか った時はそこで   

打ち切る。質問5と質問6は質問4をしたあと質問7をするため注意を他に向けるた   

めの課題（干渉課題）であるため、特に質問4～7までは必ずこの順番で行う。  

7）3つの言葉の遅延再生   

「さきほど覚えてもらった言葉をもういちど言ってみて下ください」と教示する。   

3つの言葉のなかで自発的に答えられた言葉に対して各2点を与える。もし答えられ   

ない言葉があった場合には、少し間隔をおいてからヒントを与え、正答すれば1点を   

与える。例えば系列1で「桜」と「電車」が想起できなかった場合は「1つは植物で   

したね」というヒントを与え、正答できれば1点を与える。その後に「もう1つは乗   

り物がありましたね」とヒントを与える。ヒントは被検者の反応をみながら1つずつ   

提示するようにし、「植物と乗り物がありましたね」というように続けてヒントをだ   

してはならない。   



8）5つの物品記銘  

あらかじめ用意した5つの物品を1つずつ名前を言いながら並べて見せ、よく覚え   

るように教示する。次ぎにそれらを隠して「思い出す順番はばらばらでもいいですが、   

いまここになにがありましたか？」と尋ねる。物品に特に指定はないが、「時計」「鍵」   

「ペン」「硬貨」「スプーン」など相互に無関係な物品を用いる。「ボールペン」「鉛筆」   

「はさみ」など関連する物品は用いない。各正答に対してそれぞれ1点を与える。  

9）野菜の名前：言語の流暢性   

「知っている野菜の名前をできるだけたくさん言ってください」と教示する。具体   

的な野菜の名前を検査用紙の記入欄に記入し、重複したものは採点しない。この質問   

は言語の流暢さをみるためのものであるため、途中で言葉に詰まり約10秒待っても   

次の野菜の名前が出てこない場合にはそこで打ち切る。採点は5個までは0点であり、   

以後、6個＝1点、7個＝2点、8個＝3点、9個＝4点、10個＝5点とする。  

回食事・栄養の状態  

1．項目の定義  

1）食事摂取量（当てはまるもの1つに○）  

利用者が体重減少や食欲低下等がみられない状態の時に習慣的に食べている1日の  

食事量に比べて、現在の食事量が著しく少なくなっていないかを把握する項目である。   

2）血清アルブミン値（当てはまるもの1つに○）  

基本健康診査や医療機関において1カ月以内の検査値が把握できる場合には記入す  

る。  

2．調査上の留意点  

1）食事摂取量（当てはまるもの1つに○）  

利用者には「現在の食事量は、調子のよいときに比べて減ってきているということ  

はありませんか？ 減ってきている場合には、どの位減りましたか。」等の質問を行   

い、現在の食事量が著しく少なくなっていないかを大まかに把握する。詳細な食事の  

聞き取りの必要はない。   

2）血清アルブミン値（把捉できる場合は記入）  

血清アルブミン値は、少数第1位まで記入し、その測定日を記載する。  
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3．選択技の判断基準  

1）食事摂取量（当てはまるもの1つに○）   

「1．良好（76～100％）」：現在の食事量に著しい減少はみられない場合。食事量の減  

少が25％（1／4）未満の場合。（小数点以下の端数は切り上  

げて判定する。）   

「2．不良（75％以下）」：現在の食事量に著しい減少がみられる場合。食事量の減少  

が25％（1／4）以上の場合。1日2食以下の場合。  

回家族構成  

1．項目の定義   

調査時点で、利用者と同居している者および続柄である。「10．その他」とは、9つ   

の選択肢に示した関係以外の同居者に関する情報である。  

2．調査上の留意点  

通常の状況において同居している看であって、ときどき（不定期に）同居することの   

ある者は含まない。「10．その他」について、 その関係を尋ねる必要はない。  

2）「主な介護者」については、利用者本人の答えを記入すること。「介護者がいない」   

と本人が答えた場合は、この欄は空白のままとする。また、一緒に住んでいない者が主   

な介護者である場合も、この欄は空白のままとする。  

3．選択肢の判断基準  

利用者本人の回答を、そのまま記入すること。  

回疾患既往歴  

1．項目の定義  

要支援者または特定高齢者となったことに関する医学的な原因。  

2．調査上の留意点  

利用者本人の判断・回答に基づいて記入すること。   

要支援者または特定高齢者での調査開始時において記入すること。それ以降は記入す   

る必要はないが、あらためて要支援者または特定高齢者になった場合は、再度記入する   

こと。   



3．i菩択肢の判断基準  

利用者本人の判断・回答に基づいて記入すること。  

回過去3カ月間の入院  

1．項目の定義  

本調査票記入から遡って3カ月間の入院に関する情報（入院年月日、入院期間、原因   

疾患）。検査入院や経過観察のための入院など、あらゆる理由の入院について記入する   

こと。  

2．調査上の留意点  

利用者本人の判断・回答に基づいて記入すること。  

3．選択肢の判断基準  

利用者本人の判断・回答に基づいて記入すること。  

回 生活機能に関する状況（基本チェックリスト）  

・調査上の留意点及び判断基準  

利用者本人の判断・回答に基づいて記入すること。  

画主観的qOL  

1．項目の定義  

健康に関連する生活の質（QOL）調査票として世界で最も広く使用されているSト36   

の簡略版で、8項目からなる（SF－8と呼ばれている）。過去1カ月間を通じての平均的   

な状態について利用者の回答（自己評価）を求める。  

2．調査上の留意点（当てはまるもの1つに○）   

Sト8の公式マニュアルを見ても、個々の質問文に関する補足説明や「答え方」など   

は述べられていない。利用者が質問文と選択肢を読んで、それぞれの理解に基づいて、   

それぞれの基準で回答するものである。したがって、利用者から補足説明を求められて   

も、それには応じないで、「あなたご自身のご判断でお答えください」と言う。  

あくまでも本人の主観的な自己評価を求めるものである。その基準は人により異なる  
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ものである以上、客観的に捉えられる状態と本人の回答との間に帝離があっても、本人  

の回答を尊重すること。  

3．選択肢の判断基準（当てはまるもの1つに○）  

利用者本人の判断・回答に基づいて記入すること。  

回社会的支援  

1．項目の定義  

本人が困ったり、体の具合が悪いときに、相談できる相手や援助してくれる人がいる   

かどうかに関する情報である。最近の状況について尋ねる。  

2．調査上の留意点  

実際に困ったことや体の具合が悪くなることが最近ない場合でも、もしそのような事   

態が発生したら、どうなるだろうかという仮定のもとで記入を求めること。  

3．選択肢の判断基準（当てはまるもの1つに○）  

利用者本人の判断・回答に基づいて記入すること。  

回睡眠等の状態  

1．項目の定義  

1）過去1カ月間の就床時刻  

眠るための準備をして寝床に入り消灯する時刻と、それから実際に寝付く（入眠す  

る）までにかかる時間を評価する。普段の生活での平均的な夜についての調査であり、   

突然の来客や家族の遅い帰宅など偶発的な出来事による影響は除外して評価する。  

3）過去1カ月間の起床時刻  

ここでの起床時刻とは、朝方に目覚めた後、再び眠り込むことなく、日中に向けて   

心身の準備を開始する時刻である。実際に寝床を離れる時刻（離床時刻）とは異なる。   

寝たきりの場合はしっかりと開眼し、目覚めた時刻とする。  

4）過去1カ月間の夜中の目覚め  

夜中の目覚めとは、就床時刻から起床時刻までの途中でみられる覚醒のことである。   

「就床時刻から寝付くまでの時間」と「起床時刻から離床までの時間」は含まない。   



過去1カ月間の夜中に目覚めた日の有無、及び、有るとすればその1週当たりの頻  

度と1夜当たりの覚醒した総時間を記載する。普段の生活での平均的な夜についての  

調査であり、たまたまの騒音や同寝室者の遅い帰宅など偶発的な出来事による影響は  

除外して評価する。  

5）過去1カ月間の昼寝  

昼寝（日中の睡眠）とは、起床時刻から就床時刻までの途中でみられる睡眠のこと   

である。過去1カ月間の昼寝をした日の有無、及び、有るとすればその1過あたりの   

頻度と1日当たりの昼寝の総時間を評価する。普段の生活での平均的な日中について   

の調査であり、たまたまの過労や風邪など偶発的な出来事による影響は除外して評価   

する。  

6）過去1カ月間の目覚め感  

覚醒時の目覚め感について評価する。目覚め感とは、覚醒時の気分の良さ（悪さ）、   

残眠感、疲労感、倦怠感などの総体として自覚される精神的・身体的な好調感（不調   

感）をさす。  

2．調査上の留意点  

1）過去1カ月間の就床時刻（当てはまるもの1つに○）  

例えば、施設入所中などで、入床と消灯の時刻が大幅に異なる場合や、入床時刻を  

決めにくい場合には、消灯時刻を記載する。夕食後の短時間のうたた寝などは含めな  

い（→ 5）「昼寝」に入れる）。  

3）過去1カ月間の起床時刻（当てはまるもの1つに○）   

起床時刻と離床時刻が大幅に異なる例として、同寝室者への配慮、休養の確保、覚   

醒時刻が早すぎるなどのために目覚めた後も寝床にとどまっている場合などが挙げ   

られる（離床時刻ではなく、覚醒した時刻を記載する）。排尿などのために夜中に一   

旦目覚めて離床しても、再び入床・入眠した場合には起床時刻としない（→ 4）「夜   

中の目覚め」に入れる）。  

4）過去1カ月間の夜中の目覚め（当てはまるもの1つに○）   

夜中の目覚めには、夜間のトイレ歩行などの比較的長時間の覚醒のほか、横臥した   

ままでの短時間の覚醒なども含まれる。また本人が陳述出来ない場合は、家族等によ   

る開眼、発語、歩行などの行動観察から覚醒を判断してもよい（認知症など）。  

5）過去1カ月間の昼寝（当てはまるもの1つに○）   

昼寝には、午前中の睡眠（二度寝）、夕食前後のうたた寝なども含まれる。また本  
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人が陳述出来ない場合は、家族等による開眼、いびき、姿勢などの行動観察から睡眠  

を判断してもよい（認知症など）。  

6）過去1カ月間の目覚め感（当てはまるもの1つに○）   

覚醒直後で、洗面、着替え、朝食作りなどのしっかりとした身体活動を行う前の主   

観的評価を問う。  

3．調査上の判断基準  

1）過去1カ月間の就床時刻（当てはまるもの1つに0）  

「1．規則的」：普段の生活では就床時刻がほぼ同じ時間帯に決まっており、若干  

の変動があったとしても2時間以内にとどまる。  

「2．不規則（2時間以上変動）」：特別な事情がないにもかかわらず就床時刻がま  

ちまちであり、就床が早い日と遅い日がそれぞれ散見され、その差が2時間以上ある   

場合に「不規則」と記載する。（例：日によって不眠や不安緊張の程度に差があるた  

め就床時刻が変動する、認知症のため日によって寝床への誘導に抵抗する、行動過多  

で安静に出来ない、など）  

2）寝付くまでの時間（当てはまるもの1つに○）   

「就床時刻（消灯時刻）から寝付くまでの時間」：就床・消灯時刻から実際に寝付   

く（入眠する）までにかかる時間について最も当てはまるものを選択する。  

3）過去1カ月間の起床時刻（当てはまるもの1つに○）   

「1．規則的」：普段の生活では起床時刻がほぼ同じ時間帯に決まっており、若干   

の変動があったとしても2時間以内にとどまる。起床時刻が極めて早い場合（不眠症   

や認知症など、例：午前2時の覚醒）や、遅い場合（長時間睡眠者、例：午前11時   

の覚醒）であっても、それが項目の定義を満たし、かつ起床時刻の変動が2時間以内   

であれば「1．規則的」を選択する。   

「2．不規則（2時間以上変動）」：特別な事情がないにもかかわらず起床時刻がま   

ちまちであり、覚醒が早い日と遅い日がそれぞれ散見され、その差が2時間以上ある   

場合に「不規則」と記載する。  

4）過去1カ月間の夜中の目覚め（当てはまるもの1つに○）   

「1．あり」：過去1カ月間に夜中に目覚めたことが1匝】でもあった場合には「1・   

あり」を選択する。  

→「頻度」：夜中に目覚めた日が、1過当たり平均何日あったか記載する。  

→「時間」：夜中に目覚めた目について、1夜当たりの覚醒時間の合計について  

最も当てはまるものを選択する。  
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「2．なし」：過去1カ月間に夜中に目覚めたことが1回もなかった場合に「2・  

なし」を選択する。  

5）過去1カ月間の昼寝（当てはまるもの1つに○）   

「1．あり」：過去1カ月間に昼寝が1回でもあった場合には「1・あり」を選択   

する。  

→「頻度」：昼寝をした日が、1週あたり平均何日あったか記載する。  

→「時間」‥昼寝をした日について、1日当たりの昼寝時間の合計を記載する。   

「2．なし」：過去1カ月間に昼寝をしたことが1度もなかった場合に「2・なし」   

を選択する。  

6）過去1カ月間の目覚め感（当てはまるもの1つに○）   

「1．よい」から「4＿悪い」までの4段階でもっとも該当するものを選択する。   

時間をかけず、直感的に評価させる。主観評価の出来ない場合には空欄とする（進行   

期の認知症など）。  

回認知的活動  

1．項目の定義   

テレビ・ラジオを視聴したり、印刷物を読んだり、知的能力が要求されるゲームをし   

たり、知的な活動に従事する頻度に関する情報。最近の状況について尋ねる。   

本調査項目はアメリカで開発されたものであり、健常高齢者を対象とする調査の結果、   

これら活動に従事する頻度の多い者ほど、その後の認知症発生率が低かった。  

2．調査上の留意点（当てはまるもの1つに○）   

回数を尋ねる質問であって、1回当たりの時間は問題にしない。  

3．選択肢の判断基準（当てはまるもの1つに○）  

利用者本人の判断・回答に基づいて記入すること。  

回落ち込みやすさ  

1．項目の定義   

最近の様子（1カ月間程度）について聞く評価項目であり、若いころからの性格や人   

生観について聞くものではない。  
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2．調査上の留意点（当てはまるもの1つに○）  

うつ状態の有無を評価していることを念頭において、問題となる状態が継続していて   

日常生活で困るほどになっているかどうかを検討した上で判定をする。精神症状につい   

て聞かれると、戸惑ったり不快に感じたりする高齢者もいるので、前書きの部分をきち   

んと伝えたうえで質問を開始し、必要に応じてうつの評価の重要性についても説明する   

ようにする。  

3．選択肢の判断基準（当てはまるもの1つに○）  

「はい」：最近の状態が、明らかに当てはまる。  

「いいえ」：最近の状態は、明らかに当てはまらない。  

担ふだんの過ごし方  

1．項目の定義  

1）日中、おもに過ごす場所  

おもに過ごす場所は、本人の活動範囲（生活空間）を評価する項目である。閉じこ  

もり傾向にある場合、おもに過ごす場所が1→2→3→4と狭小化していく。  

2）日中、おもな過ごし方  

おもな過ごし方は本人の日常の活動を評価するものである。活動の活発さは、社会   

的な役割を持っていると考えられる。1→2・→3→4となるに従って、社会的な役割   

が低下していく。  

2．調査上の留意点  

1）日中、おもに過ごす場所（当てはまるもの1つに○）  

「日中」、つまり、活動している状態でのおもな居場所を聞いており、厳密な意味   

で「長時間いる場所」を特定する必要はない。活動の「場」を聞くことが大切である。   

2）日中、おもな過ごし方（当てはまるもの1つに○）  

「趣味」として、「家の仕事（役割）」を行っている場合もあると考えられるが、こ   

の場合、家族が「家の仕事（役割）」を担っていると評価している場合には、2と判  

断する。  

3．選択肢の判断基準  

1）日中、おもに過ごす場所（当てはまるもの1つに○）   

「1．自宅外」：自宅以外の場所で仕事（勤務）をしている場合などを言う。   

「2．自宅敷地内」：自宅の庭での植木作業や敷地内の畑などで草刈などの畑仕事な  
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どをしている場合を言う。  

「3．自宅屋内」：自宅の自分の部屋以外の屋内、例えば、居間などで日中過ごして   

いる場合を言う。  

「4．自分の部屋」：自分の部屋以外へはあまり出て行かない場合を言う。  

2）日中、おもな過ごし方（当てはまるもの1つに○）  

「1．自宅外の仕事（役割）」‥上記設問1）で「1・自宅外」を選択した場合が該当  

する。   

「2．家の仕事（役割）」：食事の支度や掃除・洗濯、孫の世話などはもちろん、自営  

業の「店番」など、本人は、「趣味」と判断しているものでも、家族がそれを「家  

の仕事（役割）」を担っていると評価している場合も含まれる。   

「3．趣味」：本人が主体的、積極的に実施している場合を言う。「テレビを見ること  

が趣味である」という場合は、これに含めない。   

「4．主にテレビ」：「テレビを見ることが趣味である」場合も、これに含める。   

「5．その他」：上記1～5以外の場合。   

「6．特になし」：特にない場合を言う。  

函 口腔機能の状態  

1．項目の定義   

「かみしめる」という行為ができるか否かの評価である。   

固いものを食べることができるか、固いものを食べているかの評価ではない。上下の奥   

歯が接触しているだけではなく、強くかむことができるか否かの評価である。  

2．調査上の留意点（当てはまるもの1つに○）  

入れ歯を使用している場合は入れ歯を入れた状態で評価を行う。  

左右をそれぞれ評価する。  

利用者本人がよくわからない場合は、利用者本人または担当者が利用者の左右の顎骨   

の角の部分に人差し指、中指、薬指の3本の指先を軽くあてて、かみしめて、筋肉（曖   

筋）の緊張を確認する。筋肉が固くなって指が押される感触があれば「できる」と評価   

する。筋肉がやわらかく、指が押される感触がない場合は「できない」と評価する。  

3．選択肢の判断基準（当てはまるもの1つに○）  

「1．両方できる」：右と左の両方でかみしめることができる。  

「2．片方だけできる」：右または左の一方のみかみしめることができる。  

「3．どちらもできない」：右も左も全くかみしめることができない。  

14   



国運動器の機能向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

1．項目の定義及び調査上の留意点  

○ID番号  

・ID番号は、地域包括支援センターが定める利用者個別の10桁の番号を、当該調査  

票を回収する地域包括支援センター又は、サービス事業所において記入すること。  

○ 氏名・性別・生年月日   

・利用者の氏名・性別・生年月日を記入する。  

○ 記入日  

・画である。  

同一利用者に対して複数日にわたって調査・記入した場合は、最後に記入した日を  

もって「記入日」とする。  

1）実施事業者名   

事業を実施する事業者名である。  

2）運動器の機能向上の開始年月  

利用者が当該サービスを開始した年月である。  

3）1月当たりの実施回数   

事業の実施回数である。対象者が自宅などで自主的に行うものは含まない。調査開   

始時は予定される回数を記入し、その後（開始後3カ月毎）は調査月の前月の実績回   

数を記入すること。  

4）1回当たりの実施時間（当てはまるもの1つに○）   

1回の事業実施時間である。運動だけでなく、話し合いや、交流のための時間など   

も含む。  

5）運動器の機能向上を必要とする理由（当てはまるもの全てに○）   

疾患や心身機能の問題から運動器の機能低下のおそれがあり、運動器の機能向上を   

必要とすることになった理由を記入する。  

プログラムの提供者が、利用者のアセスメント等から把握した運動器の機能向上を   

必要とする理由として当てはまるもの全てに○を記載する。  

6）実施方法（当てはまるもの全てに○）  

いくつかの実施方法を組み合わせて提供している場合には、当てはまるものすべて  
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を記入する。  

7）運動器の機能の状態   

以下の測定方法にて、どちらか良い値（「握力、片足立ち時間」は最大値、「TUG、   

5m歩行時間」は最小値）を記入する。  

「1．握力」（右か左を選択するところをつけてください）   

（1）利き手あるいは強い方の手を2回測定する。   

（2）両足を開いて安定した基本的立位姿勢をとる。   

（3）握りは人差し指の第二関節が直角になるように握り幅を調節する。   

（4）握力計の指針を外側にして、体に触れないように力いっぱい握らせる。   

（5）測定の際は、反対の手で押さえたり、手を振ったりしないように注意する。  

「2．開眼片足立ち時間」（右か左を選択するところをつけてください）  

（1）両手は側方に軽くおろし、片足を床から離し、次のいずれかの状態が発生する  

までの時間を測定する。  

・ 支持脚の位置がずれたとき  

・支持脚以外の体の一部が床に触れたとき   

（2）測定者は対象者の傍らに立ち、安全を確保する。   

（3）測定時間は60秒以内とし、2回測定する（1回目で60秒を達成した場合は、  

2回目は測らなくても良い）。支持脚は利用者の好きな方とし、右か左かを記  

録しておく。支持脚は2回とも同じ足とする。   

（4）教示は「目を開けたまま、この状態をできるだけ長く保ってください」に統一す  

る。  

「3．TUG（Tinled Up＆Go）」   

（1〕椅子から立ち上がり3m先の目印を折り返し、再び椅子に座るまでの時間を計  

測する。   

（2）スタート時は、椅子の背もたれに背中をつけ、肘掛けに手を置いた姿勢とする。  

対象者によって椅子が大きすぎる場合には、背もたれにつけなくても良い。   

（3）測定者の掛け声に従い、対象者にとっで快適かつ安全な速さで一連の動作を行  

わせる。   

（4）回り方は被験者の自由とする。   

（5）教示は「できるだけ速く回ってください」に統一する。  

対象者によっては、小走りも許可する。ただし安全に気をつけること。   

（6）測定者は、対象者が立ち上がって再び座るまでの時間（小数点第1位まで）を  

ストップウオッチにて測定する。   

（7）1回の練習ののち2回測定を行う。  
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「4．5m歩行時間（通常速度）」  

「5．5m歩行時間（最大速度）」   

（1）測定区間の5mの前後に予備路を3mずつ設け、歩行路を教示に従い歩行させる。   

（2）遊脚相にある足部（歩行時、持ち上げている足）が測定区間始まり（3m地点）  

を越えた時点から、測定区間終わりの（8m地点）を遊脚相の足部が越えるまで  

の所要時間をストップウオッチにて計測する。   

（3）教示は「いつも歩いているように歩いてください（最大歩行速度の場合は「で  

きるだけ速く歩いて下さい」）」に統一する。／ト走りになってしまった場合には、  

再度測定する。  

8）サービス提供の職種（当てはまるもの全てに○）  

実際にサービスの提供に携わっているすべての職員の職種を記入する。初回評価の   

みなど、サービスの一部に携わっているものすべてを含む。  

9）過去3カ月間の事故発生（当てはまるもの1つに○）（初回は回答不要）  

当該利用者に関して、転倒事故など、サービス実施中に発生した事故を記入する。   

直接サービスとは関係しなくとも、サービス提供中に医療機関へ搬送した例なども記   

入する。調査開始時においては、記入は不要である。  

10）運動器の機能向上に関する目標の設定（当てはまるもの1つに○）  

運動器の機能向上に関して、具体的な個別の目標を設定しているかどうか。具体的   

な目標とは、おおむね3カ月間で達成できるようになる、あるいはするようになる、   

日常生活上の目標をいう（例えば、バスや電車を使って外出できるようになるける   

ようになる、など））。  

○選択肢の判断基準   

「1．目標に向けて努力している」とは、計画上設定された目標に向けて利用者が  

努力していると、サービス提供者により判断された場合である。   

「2，目標に向けて努力していない」とは、計画上設定された目標に向けて利用者  

が努力していないと、サービス提供者により判断された場合。  

画栄養改善を図るための介護予防プログラムの内容等  

1．項目の定義及び調査上の留意点  

○ID番号  

・ID番号は、地域包括支援センターが定める利用者個別の10桁の番号を、当該調査  
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票を回収する地域包括支援センター又は、サービス事業所において記入すること。  

○ 氏名・性別・生年月日  

・利用者の氏名・性別・生年月日を記入する。  

○ 記入日   

・「調査票項目Ⅲの  を記入した年月日である。  

同一利用者に対して複数日にわたって調査・記入した場合は、最後に記入した日を  

もって「記入日」とする。  

1）実施事業者名   

栄養改善を実施している事業者名である。  

2）栄養改善の開始年月  

利用者が栄養改善のサービスを開始した年月である。  

3）1月当たりの実施回数   

事業の実施した回数である。対象者が自宅などで自主的に行うものは含まない。調   

査開始時は予定される回数を記入し、その後（3カ月毎）は調査月の前月の実績回数   

を記入すること。  

4）実施時問  

（1）初回の栄養相談（1回当たり）（当てはまるもの1つに○）  

利用者が利用した初回の栄養相談の実施時問である。  

事前アセスメント等の当該サービスとして実施した内容を全て含める。  

（2）2回目以降の栄養相談（1回当たり）（当てはまるもの1つに○）  

利用者が利用した2回目以降の栄養相談の平均実施時間である。  

事後アセスメント等の当該サービスに関する内容を全て含めた時間。複数回の場   

合には、1回当たりの平均時間とする。  

5）低栄養状態のおそれが生ずることとなった理由（当てはまるもの全てに○）  

栄養面や食生活上の問題から低栄養状態のおそれがあり、栄養改善を必要とする理   

由である。  

プログラムの提供者である管理栄養士等が、利用者のアセスメント等から把握した   

栄養改善を必要とする理由として当てはまるもの全てに○を記載する。  

6）栄養相談の実施方法（当てはまるもの全てに○）  

当該サービスの実施方法である。  

利用者への実施形態及び連絡・調整したことを含めて、当てはまるもの全てに○を  
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記載する。  

○選択肢の判断基準   

「1．適所による個別型（栄養相談など）」：通所による個別型の栄養相談を実施し   

た場合。   

「2．適所による小グループ型（栄養教育、料理教室など）」：通所による小グルー   

プ型の栄養相談、栄養教室、料理教室等を実施した場合。   

「3．訪問による栄養相談等」：通所が困難であることから訪問による栄養相談を実   

施した場合。   

r4．その他」：上記1－3以外の実施方法の場合は、具体的に記載。  

7）栄養相談において実施したこと（当てはまるもの全てに○）  

栄養相談において実施した内容である。  

事前、事後アセスメント以外の栄養相談の内容として当てはまるもの全てに○を   

記載する。  

○選択肢の判断基準  

「4．食材料の調達に関する助言」：食材料の調達について、買い物、宅配などに関す  

る助言を行った場合  

「7．ボランティアによる支援の紹介や調整」：ボランティアによる「食べること」  

への何らかの支援（移動や声かけを含む）の紹介や調整を行らた場合  

「8．家族による支援に関する助言や調整」：家族による「食べること」への何らか  

の支援（移動や声かけを含む）に関する助言や調整を行った場合  

「10．健康補助食品等の紹介や調整」：特定保健用食品や健康補助食品等の紹介や  

調整を行った場合  

「11．その他」：上記1～10以外を実施した場合  

8）栄養の状態  

（1）体重の変化  

利用者の体重はサービス実施時に実測する。着衣の場合には1kgを差し引く。   

調査開始時において、過去の体重の記録がない場合には、利用者からの聞き取りに  

より可能な限り把握する。  

（2）BMI  

体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）により求める。  

（3）血清アルブミン値（当てはまるもの1つに○）  

基本健康診査や医療機関において1カ月以内の検査値が把握できる場合には記入  

する。  
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血清アルブミン値は、小数点第1位まで記入し、その測定日を記載する。  

（4）食事摂取量（当てはまるもの1つに○）  

利用者には「現在の食事量は、調子のよいときに比べて減ってきているということ   

はありませんか？減ってきている場合には、どの位減りましたか。」等の質問を行   

い、現在の食事量が著しく少なくなっていないかを大まかに把握する。詳細な食事   

の聞き取りの必要はない。  

○選択肢の判断基準  

「1．良好（76～100％）」：現在の食事量に著しい減少はみられない場合。食事量   

の減少が25％（1／4）未満の場合。（小数点以下の端数は切り上げて判定する。）  

「2．不良（75％以下）」：現在の食事量に著しい減少がみられる場合。食事量の減  

少が25％（1／4）以上の場合。1日2食以下の場合。  

9）サービス提供の職種（当てはまるもの全てに○）   

サービスを提供した職種のこと。  

10）過去3カ月間の事故発生（当てはまるもの1つに○）  

当該利用者について、 サービス期間中の過去3カ月間に発生した事故のこと。調査   

開始時においては、記入は不要である。  

○選択肢の判断基準  

「1．あり（具体的な内容）」：サービス期間中に、「栄養改善」に関する何らかの事故が  

発生した場合には具体的に記載。  

「2．なし」：サービス期間中に、「栄養改善」に関する事故が発生しなかった場合。  

11）栄養改善に関する目標の設定（当てはまるもの1つに○）  

栄養改善に関して、計画上達成すべく設定された個別の目標のこと  

○選択肢の判断基準（当てはまるもの1つに○）  

「1．できている」：栄養改善に関して、計画上達成すべき個別の目標が設定されてい  

る場合。  

「2．できていない」：栄養改善に関して、計画上達成すべき個別の目標が設定されて   

いない場合。  

11－1）前問11）で「1．できている」と回答した方（当てはまるもの1つに○）  

栄養改善に関して、計画上設定された目標に向けて努力している場合  
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○選択肢の判断基準  

「1．目標に向けて努力している」：計画上設定された目標に向けて利用者が努力し   

ていると、サービス提供者により判断された場合。  

「2．目標に向けて努力していない」：計画上設定された目標に向けて利用者が努力  

していないと、サービス提供者により判断された場合。  

回 口腔機能の向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

1．項目の定義及び調査上の留意点  

○ID番号   

・ID番号は、地域包括支援センターが定める利用者個別の10桁の番号を、当該調査  

票を回収する地域包括支援センター又は、サービス事業所において記入すること。  

○ 氏名・性別・生年月日   

・利用者の氏名・性別・生年月日を記入する。  

○ 記入日  

査票項目  を記入した年月日である。  

同一利用者に対して複数日にわたって調査・記入した場合は、最後に記入した日を  

もって「記入日」とする。  

1）実施事業者名  

事業を実施する事業者名である。  

2）口腔機能の向上の開始年月  

利用者が当該サービスを開始した年月である。  

3）1月当たりの実施回数   

調査開始時は予定される回数を記入し、その後（開始後3カ月毎）は調査月の前月   

の実績回数を記入すること。1月当たりの実施回数は、言語聴覚士、歯科衛生士、看   

護職員等による専門的サービスと介護職員等による基本的サービスの実施回数の合   

計を記入する。  

4）実施時間（言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等による専門的サービス）  

（1）グループでの専門的サービスの1回当たりの時間（当てはまるもの1つに○）  

（2）個別での専門的サービスの1回当たりの時間（当てはまるもの1つに○）  
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5）口腔機能の向上を必要とする理由（当てはまるもの全てに○）   

疾患やJL、身機能の問題から口腔機能の低下のおそれがあり、口腔機能の向上を必要   

とする理由。   

プログラムの提供者が、利用者のアセスメント等から把握した口腔機能の向上を必   

要とする理由として当てはまるもの全てに○を記載する。  

6）実施方法（当てはまるもの全てに○。個別・集団の別、部位の別についても当ては  

まるもの全てに○。）   

対象者に実施した口腔機能の向上のための指導や訓練方法等。  

口腔のどのような機能の向上を目的として訓練を行ったかを調査する。あてはまる   

ものすべてに○をつける  

○選択肢の判断基準  

（1）言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等による専門的サービスの方法   

「7．構音・発声訓練（個別・集団）」：構音・発声機能の改善を主な目的とした  

訓練。（例 早口言葉、あいうえお体操、発声訓練）   

「8．呼吸法に関する訓練（個別・集団）」：呼吸機能の改善を主な目的とした訓  

練。（例 風船のふくらまし、口すぼめ呼吸、ハツフィング（吸気をゆっくり、  

呼気を  

強く行いタンを出しやすくする方法））   

「9．食事姿勢や環境についての指導（個別・集団）」：例 誤嚇しにくい食事姿  

勢の指導、山口量の指導、疇下の意識化  

「10．その他」：例 唾液腺のマッサージ  

（2）介護職員等による基本的サービス  

「2．口腔清掃の実施」：介助なしで歯を磨く時間があった場合。  

7）口腔機能の状態  

（1）口の渇きにより食事や会話に支障がありますか（当てはまるもの1つに○）  

口腔の乾燥により食事や会話に支障が生じているか否かの評価。口の渇きが気に  

なるか否かの評価ではない。  

利用者に対し聞き取り調査を行い、3段階の評価による回答を求める。口の渇き  

により食べ物が飲み込みにくい等の支障が食事に生じているか、口の渇きにより舌  

が引っかかる等の支障が会話に生じているかを評価する。  

○選択肢の判断基準   

食事か会話の一方に支障があればあると評価する。食事か会話の一方が「時々ある」  
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でもうー方が「いつもある」の場合は「いっもある」と評価する。  

「1．ない」：口の渇きによって食事や会話への支障は全く、またはほとんどない。  

「2．時々ある」：口の渇きによって食事や会話への支障が時々ある。  

「3．いつもある」：口の渇きによって食事や会話への支障がいつもある。  

（2）～（18）は「口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例および様式例の提示に  

ついて」（厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）の別  

紙1（参考資料1）、別紙2－Ⅰ（参考資料2）、別紙5（参考資料3）と共通の設問  

となっているので、事業所で使用している記録様式を参照する。利用開始時、利用終  

了時には別紙1（参考資料1）、別紙2－Ⅰ（参考資料2）のそれぞれ「事前」、「事  

後」、3か月毎の調査においては別紙5（参考資料3）の結果を参照する。   

方法や根拠、判断基準等に関する詳細は「口腔機能の向上マニュアル～高齢者が  

一生おいしく、楽しく、安全な食生活を営むために～平成18年3月 口腔機能の向  

上についての研究班」のP85～P92（参考資料4）を参照。   

http：／／www，nMw．go．jp／topics／kaigo／topics／051221／dL／06a．pdf  

（2）反復唾液嚇下テスト（RSST）の回数（当てはまるもの1つに○）  

30秒間に行える喋下回数。  

（3）食事をおいしく食べていますか（当てはまるもの1つに○）  

食事をおいしいと対象者が感じているか否かの評価。  

○選択肢の判断基準   

対象者に対し聞き取り調査を行い、対象者本人の主観に基づき、5段階の評価に  

よる回答を求める。  

（4）しっかりと食事が摂れていますか（当てはまるもの1つに○）  

十分な食事量を摂っていると対象者が感じているか否かの評価。  

対象者に対し聞き取り調査を行い、対象者本人の主観に基づき、5段階の評価に   

よる回答を求める。  

（5）お口の健康状態はどうですか（当てはまるもの1つに○）  

対象者が感じている自分の口腔の健康状態に対する評価。  

対象者に対し聞き取り調査を行い、対象者本人の主観に基づき、5段階の評価に   

ょる回答を求める。単なる疾患や症状の有無ではなく、対象者が歯や口の中に苦痛   

や不自由などを抱いているかどうかの口腔の主観的な健康感を聞き取り該当する項   

日を選択する。  
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○選択肢の判断基準  

「1．よい」：口や歯は調子が良い。口や歯のことで苦痛や不自由は感じていない。  

いつも口がさわやかで気持ちが良い等。  

「2．まあよい」：口や歯はどちらかといえば調子が良い。口や歯のことで苦痛や不  

自由はほとんど感じていない等。  

「3．ふつう」：どちらともいえない。時折不自由を感じることがあるが、調子がよ  

いこともある等。   

「4．あまりよくない」：口や歯は調子があまりよくない。口や歯のことでしばしば  

苦痛や不自由を感じている等。口や歯のことでいつも弱い苦痛や不自由を感じ  

ている等。   

「5．よくない」：口や歯は調子がよくない。口や歯のことでいつも苦痛や不自由  

を感じている。 口や歯のことでひどい苦痛や不自由がある。いつもロの中に不  

快感がある等。  

（6）食事への意欲はありますか（当てはまるもの1つに○）  

対象者の「食事への意欲」に対する介護職員等の評価。  

介護職員等が、対象者の「食事への意欲」について、 日頃より観察した対象者の   

状態を3段階の評価を行う。特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を反映す   

る必要がある。  

○選択肢の判断基準   

「1．ある」   ：食事を積極的にしている   

r2．あまりない」：周囲の声掛けなどの促しが必要   

「3．ない」   ：食事に興味を示さない  

（7）食事中の食べこぼし（当てはまるもの1つに○）  

対象者の「食事中の食べこぼし」に対する介護職員等の評価。   

介護職員等が、対象者の「食事中の食べこぼし」について、 日頃より観察した対象   

者の状態を3段階の評価を行う。特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を反   

映する必要がある。  

○選択肢の判断基準   

「1．こぼさない」：ほとんど食べこぼしは見られない。   

「2．多少はこぼす」：食べこぼしはあるが常時ではない。   

「3．多量にこぼす」：多量の食べこぼしが常時目立つ。  
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（8）食事中や食後のタン（痍）のからみ（当てはまるもの1つに○）  

対象者の「食事中や食後のタン（痍）のからみ」に対する介護職員等の評価。  

介護職員等が、対象者の「食事中や食後のタン（疾）のからみ」について、日頃   

より観察した対象者の状態を3段階の評価を行う。特定日での状況でなく、対象者   

の日常の状況を反映する必要がある。  

○選択肢の判断基準   

「1．ない」   ：食後等にタンが絡むことがほとんどない。   

「2．時々ある」：食後等にタンが絡むことが時々ある。   

「3．いつもある」ニ食後等にタンが絡むことが多い。  

（9）食事を残す量（残食量）（当てはまるもの1つに○）  

対象者の「食事を残す量（残食量）」に対する介護職員等の評価。  

介護職員等が、対象者の「食事を残す量（残食量）」ついて、 日頃より観察した対   

象者の状態を3段階の評価を行う。特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を   

反映する必要がある。食事量の変化と栄養状態には関係がある。口腔機能と食形態   

の適合を把握することが主目的である。好き嫌いが原因による残食等の一時的な残   

食については、利用者の全体的な状態を勘案して評価する必要がある。  

○選択肢の判断基準   

「1．ない」：残食はない。食事をほとんど残さない。   

「2．少量ある（1／2未満）」：残食はあるが、食事を半分以上食べている。   

「3．多量にある（1／2以上）」：残食が多量にあり、食べる量よりも残食量が多い。  

（10）口臭（当てはまるもの1つに○）  

対象者の「口臭」に対する介護職員等の評価。  

介護職員等が、日頃介護している際に対象者の「口臭」について他覚具により3   

段階の評価を行う。可能な場合は、聞き取り調査を行う際に，普通に会話をおこな   

っている状態で（30cmぐらいの距離）評価を行う。高齢者では、口腔清掃の自立   

度の低下に伴い、口臭が多く見られる。口臭の評価は、対象者が不快感を感じるこ   

とがあるため、実施に当たって十分に配慮をする。  

○選択肢の判断基準   

「1．ない」：口臭を全くまたはほとんど感じない。   

「2．弱い」：口臭はあるが、弱くがまんできる程度。会話に差し支えない程度の弱  

い口臭。   

「3．強い」：近づかなくても口臭を感じる。強い口臭があり、会話しにくい。思わ  

ず息を止めたくなる。顔を背けたくなる等。  
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（11）舌・歯・入れ歯などの汚れ（当てはまるもの1つに○）  

対象者の「舌・歯・入れ歯などの汚れ」に対する介護職員等の評価。   

介護職員等が、対象者の「舌・歯・入れ歯などの汚れ」について、3段階の評価を   

行う。  

評価については、サービス担当者から指導・助言や様式例別紙2－Ⅰ（参考資料   

2）、参考資料4の衛生の写真（食物残撞（食べかす）、舌苔、入れ歯あるいは歯の   

汚れ・口腔機能の向上マニュアルP89、90）を参考にして評価する。要介護高齢者   

では、口腔内（舌、歯、入れ歯等）の汚れは、誤喋性肺炎の原因となる。多量の汚   

れの付着は口腔機能の低下を疑わせる現象である。  

○選択肢の判断基準   

舌、歯、入れ歯の汚れのうち、最も汚れているものの状態を3段階の評価とする。   

例：舌ド2、歯－2、入れ歯－3 → 評価3   

「1．ある」：多量の写真と同程度あるいはそれ以上。すぐに汚れがわかる程度   

「2．多少ある」：多量の写真より少ない汚れがある。よくみると汚れがわかる程度。   

「3．ない」：よくみても汚れがわからない  

（12）食事後の口腔内の食物残澄（当てはまるもの1つに○）  

対象者の口腔内の「食物残撞」の量の状況に対する歯科衛生士等の評価   

歯科衛生士等が「食物残撞」の量の状況を3段階の評価を行う。観察は、食後に行   

うことが望ましい。  

様式例別紙2－Ⅰ（参考資料2）、参考資料4の衛生の写真（食物残壇・口腔機能   

の向上マニュアルP89）を参考にして評価する。義歯がある場合は装着した状態で   

行う。  

○選択肢の判断基準   

「1．なし・少量ある」：注意深く観察しても食物残撞が認められない。   

「2．中程度ある」：多量の写真より少ない食物残遮がある。   

「3．多量にある」：多量の写真と同程度あるいはそれ以上の食物残撞がある。  

（13）舌苔（当てはまるもの1つに○）  

対象者の口腔内の「舌苔（舌のよごれ）」の量の状況に対する歯科衛生士等の評   

価。   

歯科衛生士等が利用者の舌を観察し、「舌苔」の量の状況を3段階の評価を行う。様   

式例別紙2－Ⅰ、様式例別紙2－Ⅱの衛生の写真（舌苔・口腔機能の向上マニュアル   

P89）を参考にして評価する。  
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○選択肢の判断基準   

「1，なし・少量ある」：舌苔がほとんどみとめられない。   

「2．中程度ある」：中程度の事案と同程度の舌苔がある。   

「3．多量にある」：多量の写真と同程度あるいはそれ以上の舌苔がある。  

（14）義歯あるいは歯の汚れ（当てはまるもの1つに○）  

対象者の口腔内の「義歯あるいは歯の汚れ」の量の状況に対する歯科衛生士等   

の評価。  

様式例別紙2一Ⅰ、様式例別紙2－Ⅱの衛生の写真（義歯あるいは歯の汚れ・口腔   

機能の向上マニュアルP90）を参考にして評価する。義歯がある場合は、義歯をは   

ずし、その内面や維持装置（入れ歯を取り付ける金具）等の周囲に付着しているデ   

ンチャープラーク（入れ歯に付いた歯垢）や残存している歯の周囲に付着している   

歯垢の量の状況について全体的な量として評価する。  

○選択肢の判断基準   

「1．なし・少量ある」：汚れがほとんどみとめられない。   

「2．中程度ある」  ：中程度の写真と同程度の汚れがある。   

「3．多量にある」  ：中程度の写真以上の汚れがある。  

（15）口腔衛生習慣のための声かけの必要性（当てはまるもの1つに○）   

対象者の口腔衛生習慣のための声かけの必要性に対する歯科衛生士等の評価。   

歯科衛生士等が、利用者の口腔清掃を観察し、「口腔衛生習慣」と「自発性」につ  

いて3段階の評価を行う。日常の一連の口腔清掃行為の観察（家族などからの情報も  

可）から、口腔清掃の指導の受け入れの状態をもとに、必要がない、必要有り、不可  

の3段階で評価する。  

（16）反復唾液嚇下テスト（繰り返し唾を飲み込むテスト、RSST）の積算時間（小数点   

以下は四捨五入）  

嚇下の1回目、2回目、3回目の時間（単位は秒）。   

測定する時間は最大60秒間であり、3回未満であっても60秒たったら測定を終了   

する。  

（17）オーラルディアドコキネシス．（口唇、舌等の連動能力）（それぞれ10秒間に言え   

る回数を測定し10で除し、1秒間あたりに換算した数を記載）   

「パ」「タ」「カ」をそれぞれ連続して発音した1秒間当たりの回数。舌、口唇、   

軟口蓋（上顎の奥の軟らかい部分）などの運動の速度や巧緻性についての発音によ   

り評価。10秒間の測定結果を10で割り、1秒間当たりの回数を出す。  
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測定中に息継ぎして良いことを必ず伝える。なるべく早く発音するように伝える。  

（18）頬の膨らまし（空ぶくぶくうがい）（当てはまるもの1つに○）  

頬の連続膨らましの状態の評価。口唇の閉鎖機能、舌、軟口蓋の動きに対する評  

価。  

水を用いての評価は行わない。左右をそれぞれ評価する。  

○選択肢の判断基準  

「1．左右十分可能」こ口唇が閉鎖し、左右それぞれの頬が明確に何度も膨らむ。  

「2．やや十分」：口唇の閉鎖が弱く、左右の頬の膨らみ方が小さいか、片方の頬し  

か膨らまない。   

「3．不十分」：口唇の閉鎖が弱く、頬が膨らまない。  

8）専門的サービス提供の職種（当てはまるもの全てに○）  

専門的サービスを提供した職種のこと。  

9）過去3カ月間の事故発生（当てはまるもの1つに○）   

当該利用者に関して、過去3カ月間のサービス期間中に発生した事故のこと。   

調査開始時においては、記入は不要である。  

○選択肢の判断基準   

「1．あり（具体的な内容）」：サービス期間中に「口腔機能の向上」に関する何ら  

かの事故が発生した場合は具体的に記入する。   

「2．なし」：サービス期間中に「口腔機能の向上」に関する事故が発生しなかった  

場合。  

10）口腔機能の向上に関する目標の設定（当てはまるもの1つに○）。   

「口腔機能の向上」に関する達成すべき個別の目標が、計画に設定されているか否   

かの評価。  

○選択肢の判断基準   

「l．できている」：「口腔機能の向上」に関する達成すべき個別の目標が、計画に  

設定されている。   

「2．できていない」ニ「口腔機能の向上」に関する達成すべき個別の目標が、計画  

に設定されていない。  

10－1）「1．できている」と回答した方（当てはまるもの1つに○）。  
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「口腔機能の向上」に関する達成すべき目標に向けての、利用者が努力しているか  

否かの評価。  

○選択肢の判断基準   

「1．目標に向けて努力している」：計画上設定された目標に向けて利用者が努力し  

ていると、サービス提供者により判断された場合。   

「2．目標に向けて努力していない」：計画上設定された目標に向けて利用者が努力  

していないと、サービス提供者により判断された場合。  

画 アクティビティの内容等  

1．項目の定義及び調査上の留意点  

○ID番号  

・ID番号は、地域包括支援センターが定める利用者個別の10桁の番号を、当該調査   

票を回収する地域包括支援センター又は、サービス事業所において記入すること。  

○ 氏名・性別・生年月日   

・利用者の氏名・性別・生年月日を記入する。  

○ 記入日   

・「調査票項目  を記入した年月日である。  

同一利用者に対して複数日にわたって調査・記入した場合は、最後に記入した日を  

もって「記入日」とする。  

1）実施事業者名  

アクティビティを実施している事業者名  

2）アクティビティの開始年月   

利用者が当該サービスを開始した年月  

3）1月当たりの実施回数   

利用者が当該サービスを1月当たりに利用した回数   

調査開始時においては、予定される実施回数を記入する。  

3カ月毎の調査においては、前月の実績値を記入する。  

4）実施時問（1回当たり）（当てはまるもの1つに○）  

利用者が利用したアクティビティの平均時間  

5）過去3カ月間の事故発生（当てはまるもの1つに○）（初回は回答不要）  

調査開始時においては、記入は不要である。  
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継続的評価分析支援事業（介護予防関連事業の効果を検証  

するための情報収集関係）の調査票に係る記入要領（案）  

担 口腔機能の向上を図るための介護予防プログラムの内容等  

の参考資料  

参考資料1 様式例1  

（口腔機能向上加井等に関する事務処理手順例および様式例の提示について、  

厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）   

参考資料2 様式例2－Ⅰ  

（口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例および様式例の提示について、  

厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）   

参考資料3 様式例5  

（口腔機能向上加算等に関する事務処理手帳例および様式例の提示について、  

厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）   

参考資料4 口腔機能の向上マニュアル P85－92  

～高齢者が一生おいしく、楽しく、安全な食生活を営むために－  

（平成18年3月 口腔機能の向上についての研究班）   



l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‘＋●■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾■「‾‾‾‾「  

：口腔機能向上加算等に関する事務処理手順例および様式例の提示について て  

；（厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発案0331008号）  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．■＿＿＿＿＿＿＿＿＿】■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．一＿＿．＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿■＿＿．．＿＿＿＿＿＿＿l  

利用開始時・終了時における把握（様式例）  畢覇！姐  

記入者： 

年月日：   年   月  日  

（主治医の意見書が入手できた場合は添付する）  

質問項目   評価項目   

半年前に比べて固いものが食べに  
1はい  2いいえ  基 本  

チ 工  
＜くなりましたか  

ツ ク   
お茶や汁物等でむせることがあり   1はい  

2いいえ   
リ  ますか  1  

ス  
ト  1はい  2 いいえ   

l  

理学的  
視診による口腔内の衛生状態   1良好  2 不良  

検査  23回未満  

※「転記」の欄には、サービス等実施前の基本チェックリスト、生活機能評価の結果を転記する。  

口  食事力t楽しみですか   
1とても楽しみ 2楽しみ  3ふつう  

4楽し＜ない  5全く楽しくない  

1とてもおいしい 2おいしい 3ふつう  
2  食事をおいしく食べていますか     4あまりおいしくない  

5おいし＜ない  

1よく摂れている 2摂れている3ふつう  
官 ロ                                  3  しっかりと食事が摂れていますか  4あまり摂れていない  5摂れていない  

4  お口の健康状態はどうですか   
1よい   2まあよい  3ふつう  

4あまりよ＜ない  5よくない  

口  食事への意欲はありますか   1ある  2あまりない  3ない  

2  食事中や食後のむせ   1ある  2あまりない  3ない  

3  食事中の食べこぼし   1こぼさない  2多少はこぽす 3多量にこぼす  

貴 事  2時々ある  3いつもからむ  

衛  1なし  2少量（1／2未満）3多量（1／2以上）  
生  

等  1ない  2弱い  3強い  

7  吉、歯、入れ歯などの汚れ   1ある  2多少ある  3ない  

今回のサービスなどで好ましい変  1食欲  2会話  3笑顔  
そ  口                      化が認められたもの   4その他（  ）  

の 他                                              2  生活意識の変化   

1前進   2変化なし  3後退  

（  ）  

実施のための利用者の情報   

□なし  □有り  
歯科診療の状況  口1週間に1～2国程度の治療（う臥歯周病、義歯作成などによる治療が中心）  

ロ1～数ヶ月に1回程度のメインテナンス等〔定期健診なども含む）   

口腔機能にかかる   診療所・病院名：   

主治医・主治の歯科医師の凄絶先   電話番号  

特記事項・その他  
（利用者に関する食事のペース、一口の■、手  

の運動機能、食事の姿勢、食異等の情報等）  



l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1  

：ロ腔機能向上加算等に関する事務処理手順例および様式例の提示について：  
：（厚生労働省老健局老人保健課長通知、平成18年老老発第0331008号）  
■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿→●．＿．＿＿．＿．■＿．．■．■－．＿＿．＿．＿．＿．＿＿．＿．＿＿＿1  

解決すべき課題の把握（様式例）  

参考資料2  

様式例2一Ⅰ  

職種（ロ言語聴覚士・ロ歯科衛生士・口看護職員）  

実施年月日：   年  月  日  

記入者：  

貿問頃日   事前   事後   

視喜引こよる口腔内の衛生状態  1 良好  

理学的 蓋番茶  2 3国夫満  

口  景物残漬   1なし・少呈   2中程度  3多量  

2  看苔   1なし・少量  2中程度  3多妻  

衛  
3  義歯あるいは歯の汚れ   1なし・少量   2中程度  

生  
4  口腔衛生習慣（声訓丁の必要性）  1必要がない   2必要あり  

1（ ）  1（ ）  

口  反復唾液瞭下テスト（RSST） の積算時間  1回目（ ）秒           2回目（ ）秒   
2（ ）  2（ ）  
3（ ）  3（ ）  

2  オーラルディアドコキネシス  ・ ＿・こ  

機  

3  頬の膨らまし（空ぷ＜ぷ＜うがい）  1左石十分可能  2やや十分  

その  口  今回のサービス等の満足度   
1満足  2やや満足  3どちらでもない  

他  4やや不満  5不満   

実施のための利用者の情報  

口なし□有り   口腔内状況   

義歯の状況  口上顎□全部床義歯口部分床義歯   

□下顎□全部床義歯□部分床義歯  

清掃用異や  

黄事環境の状況  

主治の歯科医師又  

は連携する歯科医  

師等からの指示  

特記事項  



l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾【‾【‾【‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「  

■いて皇  
－＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿†＿－■一－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－】  

口腔機能向上サービスのモニタリンク（例）  

参考資料3  

サービス  
提供荊  週・月日  過・月日  週，月日  週・月日  

頭問項目   評†面項自  月 日  月 日  月 日  月 日  月 日  

評価  チエ 7ク   評価i  芸 ブク  …■i■   こ   ・「】i      喜平価  

ロ  食事への意欲はあります か  1あ壱 2市まりない 3ない  
［コ  口   

‖   
□   lロ  

1ある  

［コ  ［コ  2  食事中や食後のむせ   2あまりない  
［］  

3ない  

1こぼさ砥い  

3  食事中の宜べこぼし   2多少はこほす  
3奉tにこほす  

□  ≒ロ  □  
口   

H 1 ‖  □  

4  食事中や食後のタン（痙） のからみ  1ない 2時々ある 3いつもか 

□  【  ⊂】  
らむ  

□   ［］  

1なし  

［コ  
5  食事の■  2少1  

3多t   
□   口  

閲  
‖ l  □  

1ない  

連 職  2i軋1  ロ  ‖  □  ロ  
3強い  

種  
に   

よ  
［コ  □  □   l l  □  

3ない  
る  

モ   ロ  ［コ  
t   ［］  

等  1任し  

リ  入れ歯あるいは歯の汚れ   2少しある  □  ［］  □  
ン  3ある  

ク   1なし  

2  食べかすの残留  2少しある  

3ある  
［コ  □   ‖  ［コ  

1なし  

3  看の汚れ  2少しある  ≒ロ  
□  3ある  

［コ  

4  □や入れ歯の濡摺への声 かけ  一世コ王／J’′11Vl 2必要あり 3不可  

□  ［コ  

1且痩地  
5  サービスヘの参加姿勢   2151つう  

3消極的  
□   毒口  □  

□  ［］  □  

1なし・少■  

食物残渥  2中鳩度  ロ   一口  ‖  ロ  
3多1  
1なし・少1  

2  音容  2中程虞  

3夢■   
‖   ［コ  

［コ  

［コ  

日   
口  口  ［］  

羅 聴 覚  
1必要ガない  

士  2必要あり  □   ロ  ［］  

歯  
3不可  
1必≠がない  

科   ［コ  ［］  ［コ  ロ  ⊆口  
衛  3必要  
生  

弓□  士  
l□  ［コ  

看  

書生 職  
［コ  ロ  □  i口  

1（ ）秒   ‖  1（ ）秒  

員 に よ  
る  

垂   3（ ）秒   3（ ）抄   3（）抄墓   3（ ）秒  
至  パ（ ）回   パ（ ）回   パ（ ）回  

タ  
パ（ ）固         ロ     □  パ（ ）固  E 竪□ ‖  

リ  
力（）因／秒   力（ ）回      力（ ）回   力（ ）国   力（ ）回   力（ ）匝  
1左右十分司舵  

ン ク   2やや十分  
！□  

i□  □  ［コ  

3不十分  

□  □  □  □  ⊆□   

評  価  

計画の変更の必要性  □無 口育  ロ無 口青  □無 口有  □無 口育  ロ緊 口舌   

総合評価  
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平成18年3月 口腔機能の向上についての研究班  
：口腔機能の向上マニュアル～高齢者が一生おいしく、楽しく、安全な食生活を営むために－：            ：  
＿＿＿＿＿＿．－＿■－．＿＿■－＿●－＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿＿＿．－＿．＿＿＿－．－＿＿．＿－＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿∫  

参考資料4  

様式側におけるスクリーニング、アセスメントに関する項日について   

※それぞれの項目の①～④は以下の内容を示す。①概要、②方法、③根拠、④冨意点  

様式例1  

【QOL】  

1食事が楽しみですか  

2食事をおいしく食べていますか  

3しっかりと食事が摂れていますか  

①介護職員等が、1～3の項目について、対象者本人の主観に基づき、5段階の評価による回答を求め   

る。  

②介護職員等が、対象者に対し聞き取り調査を行う。   

対象者からの聞き耳文り調査が匡l難な際は、家族など対象者の状況を把握した毒からの聞き取り調査を   

行う。  

③口腔機能向上プログラムの主目的は、“食”のQOLの維持、向上である。したがって、“食”のQO   

Lを最も反映する場面の一つである食事の状況を通し、“食’’に対する意欲、満足度、日常性などを   
把纏することは、本プログラムの目標設定には不可欠である。また、利用者の口腔状態の主観的な健   

康感（満足感）は、今回の機能向上の教育や動議づけを実施する上での重要な情報である。   

要介護高齢者の日常生活における楽しみの第一位は介護の軽度、重度にかかわらず「食事」であると   

の報告がある。つまり、要介護高齢者の食事への関心事が極めて高いということから、食事への支援   

は高齢者の自立支援に最も必要な事項であり、かつ、高齢者のQOLを支える上で重要な援助である   

といえる。食事が楽しく．おいしく食べられることは，要介護高齢者のQOLの向上ばかりでなく，   

低栄養の予防に寄与する。   

摂取食事量の低下は，低栄罠の原因になる。この寅事量について，対象者から聞き取る。さらに，聞   

き取りによるこの頃自と，項自5による「食事の量」において客観的に判断した摂取量を比較するこ   

とで，食事量に関する主観的評価と，客観的評価の相違をプログラム作成の参考にする。  

④対象者の正確な状況を把握するために、聞き取り調査を行う際は回答を誘導しない配慮が必要である。   

4お口の健康状態はどうですか  

①介護職員等力て、対象者本人の主矧こ基づき、5段階の評価による回害を求める。お口の健康状態では   
単なる疾患や症状の有無ではなく、対象者が歯や□の中に苦痛や不自由などを抱いているかどうかの   

口腔の主観的な健康感を聞き取り該当する項目を選択する。  

②介護職員等が、対象者に対し聞き取り調査を行う。   

対象者からの聞き取り調査が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した善からの聞き取り調査を  

行う。  

1よい   

2まあよい   

3ふつう   

4あまりよくない   

5よ＜ない  

□や歯は調子が良い。□や歯のことで苦痛や不自由は感じていない。いつも□が  
さわやかで気持ちが良い等。  

口や歯はどららかといえば調子が良い。□や歯のことで苦痛や不自由はほとんど  

感じていない等。  

どららともいえない。時折不自由を感じることがあるカモ、調子がよいこともある  

等。  

□や歯は調子があまりよ＜ない。□や歯のことでしばしば苦痛や不自由を感じて  

いる等。□や歯のことでいつも弱い苦痛や不自由を感じている等。  
ロや歯は調子がよ＜ない。□や歯のことでいつも苦痛や不自由を感じている。□  
や歯のことでひどい苦痛や不自由がある。いつも□の中に不快感がある等。  

③利用者の0腔状態の主観的な健康感（満足感）は、今回の機能向上の教育や動議づけを実施する上で   

の重要な情報である。  

④対象者の正確な状況を把握するために、聞き取り調査を行う際は回答を誘導しない配慮が必要である。   

【食事・衛生等】  

1食事への意欲はありますか  
①介護職員等が、対象者の“食事への意欲”について、3段階の評価を行う。  

（85）   



②介護職員等が、日頃より観察した対象者の状態を評価する。  
1ある   ：食事を、積極的にしている   

2あまりない：周囲の声掛けなどの促しが必要   

3ない   ：食事に興味を示さない   

食事を、積極的にしているか、周囲の声掛けなどの促しが必要か、または食事に興味を示さないか等   
で評価する。   

対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き耳文り調査を行う。  
③要介護高齢者の‘■食事“に対する意欲は、食事環境（誰と何処で）さらに、口腔機能の低下による食   

形態の変化（軟食化など）などカモ影響する。“食事への意欲”の把握は、計画作成にあたり、根源を   

なす情報であり、その低下を認めた場合、疾患の有無または食事の環境整備などの検討が必要となる。  

④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   
る。   

2食事中や食後のむせ  

①介護職員等が、対象者の“食事中や食後のむピについて、3段階の評価を行う。  
②介護職員等が、日頃より観察した対象者の食事中や食後の状態を評価する。  

1ある   ：むせにより食事が中断してしまうことが多い   

2あまりない：時々むせが認められる   

3ない   ：特に認めない   

食事中や食後の状態を観察し、むせにより食事が中断してしまうことが多い場合、時々むせが認めら   
れる場合、特に認めない場合として評価を行う。   

対象者への直接評価力咽難な際は、家族など対象者の状況を把握した苦からの聞き取り調査を行う。  
③「むせ」は瞭下障害を推し量る最も重要な症状の1つである。日常食品のうら、お茶や味噌汁など、   

さらさらした液体はもっとも嘩下しに＜＜、むせやすい食品である。これは、液体を飲み込もうとし   

た時に、咽頭内に流入してくる液体に対して喉頭蓋の動きが遅れるため、喉頭や気管に流入してしま   

うためである。さらに「むせ」の出現は、食環境（食形態、食事姿勢など）の影響も受けやすく、口   
腔機能と食環境の整合性を総合的に評価できる。   
対象者への直接評価が周難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  

④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   
る。むせを認めた環合、疾患（上気道感染等）等の有無の検討カモ必要となるため、医療との連携を十   
分に図る。   

3食事中の食べこぼし  

①介護職員等が、対象者の“食事中の食べこぼじ’について、3段階の評価を行う。  
②∩護職員等が、日頃より観察した対象者の状態を評価する。   

口唇閉鎖が十分でないと岨暗中に食べこぼしがみられる。ロ燕下の際に口唇閉鎖ができないと口腔内圧   

が適性に保たれずに飲みこみづらくなる。また、自食の際には、□に食事を運ぶ際の手と□の協調が   
うま＜とれずに食べこぼすことがある。記矢口機能に問題がある場合にも認められる。「手と□の協調」   

の診査の際にも考慮する。   
対象者への直接評価が国難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  

③“食べこぼじ，の出現は口唇閉鎖機能の低下さらには疇下時の口腔陽圧形成不全のスクリーニングと   

して重要である。   
・田村文営，菊谷 武西脇恵子，榎本麗子．稲葉 繁，米山武義：要介護状態と口唇機能の関嵐日老医乱43，  
2006 掲載予定   

・伊野透子，田村文書，菊古 式，西脇恵子：食べこぼしに関する要因分析．老年歯学，20：202－207，2005  
④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の田常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。   

4食事中や食後のタン（痍）のからみ  

①介護職員等が、対象者の“食事中や食後のタン（痍）のからみ”について、3段階の評価を行う。  

②介護職員等が、日頃より観察した対象者の状態を評価する。   

食事中や食後の、タンからみ書（ごろごろ書）、嘆声（声かすれ）の出現の頻度を評価する。   
対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  
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③“タンの力、らみ”の出現は、上気道感染の一つのサインであるとともに、食事中での特異的な出現は   

□燕下機能低下のスクリーニングとして重要である．  

④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。   

5食事の量  

①介護職員等が、対象者の“食事の量（残食量）”っいて、3段階の評価を行う。  

②介護職員等が、日頃より観察した対象者の状態を評価する。   

介護職などから情報提供をうけ、一定期間（例3日間）の食事の残食量を記載する。さらに昼食時な   

どを専門職が観察し、提供された情報との比較検討を行い評価する。   

対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  

③食事量の変化と栄責状態には関係がある。   

入院時食事量記録の目的は加療中の栄責摂取状況の把握が主目的だが、本事業での当該項目の目的は、   

口腔機能と貴形態の適合を把握することが主目的である。   
・KlkutaniT，，TamuraF et．al．：Effects of c√alfurlCtkれaltraining for nutritlonallmprovementin elderly  

peoplerequiringlong－termCare．Ger∝】ontology，2006jnpress．  

④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   
る。好き嫌いが原因による残食等の一時的な残食については、利用者の全体的な状態を勘案して評価   

する必要がある。   

6口臭  

①介護職員等が、対象者の“口臭”について、3段階の評価を行う。  

②介護職員等が、日頃介護している際に対象者の“口臭”について他覚臭により評価する。可能な場合   
は、聞き取り調査を行う際に，普通に会話をおこなっている状態で（30cmぐらいの距離）評価を   
行う。   

対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書から、日頃の会話、食事介助、   
口腔清掃介助などの際、口臭の程度の聞き取り調査を行う。   

1ない：口臭を全くまたはほとんど感じない。   

2弱い：口臭はあるが、弱＜がまんできる程度。会話に差し支えない程度の弱い口臭。   

3強い：近づかなくても口臭を感じる。強い口臭があり、会話しに＜い。思わず息を止めたくなる。  
顔を背けたくなる等。  

③高齢者では、口腔清掃の自立度の低下に伴い、口臭が多く見られる。口臭の主な原因は、歯垢、食物   

残澄、舌苔等の汚れである。口臭は、本人にとっても不快であるだけではなく、介護の質を左右する   

といわれる程の影響を与えている。口腔清掃の指導・助言を通し、改善が期待できる。   
・AdachiM，IshiharaK，OkudaK．．etal：Theeffectofprofess了onaloralhealthcareontheelderlyllvlngin  

nurs弓nghomes，OralSurg，0ralMed，Oralpothol．0ralRadiol、Endα：1．、94：191r195、2002  

④評価を行う際、特定日での状況でな＜、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   
る。口臭の評価は，対象者に対してデリケートな面があるため、実地に当たって十分に配慮をする。   

7舌、歯、入れ歯などの汚れ  

①介護職員等が、対象者の“舌、歯、入れ歯などの汚れ”について、3段階の評価を行う。  

②介護職員等が、日常的な口腔清掃等の際における口腔内の観察等により、対象者の口腔内の清掃状態   

を舌，歯、義歯の汚れの量について全休的な量として評価する。   
評価については、サービス担当者から指導・助言や後述する様式例2－1、様式例2－2の衛生の写   

真（食物残藩、舌苔、義歯あるいは歯の汚れ）を参考にして評価する。   

対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。   

1ある ：多量の写真と同程度あるいはそれ以上。すぐに汚れがわかる程度   
2多少ある：多量の写真より少ない汚れがある。よくみると汚れがわかる程度。   

3ない ：よくみても汚れがわ力＼らない  

舌，歯、義歯の汚れの内、最も汚れているものの状態を3段階の評価とする。  

例：善一2、歯－2、入れ歯－3 → 評価3  

③要介護高齢者では、口腔内（舌、歯、入れ歯等）の汚れは、誤瞭性肺炎の原因となる。さらに多量の   

汚れの付着は口腔機能の低下を疑わせる現象であることなどより、関連職種における日常的な口腔内   

の汚れの観察は重要である。介護職が口腔内の汚れを評価することにより、基本的サービス時の介護  
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職の積極的な協働が促進される。  
④評価を行う際、特定日での状況でなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。対象者によっては、口腔内の観察に対して抵抗感がある場合が想定されるが、介護における関わ   

りの中で得られた情報で評価されても差し支えない。   

【その他】  

1今回のサービスなどで好ましい変化が認められたもの  

①介護職員等が、対象者に対し、今回のサービスなどで好ましい変化が認められたものについて評価を   

行う。  

②介護職員等が、対象者に対し、日頃より観察した対象者の状態の評価を評価し、変化が認められたも   

のの番号を記入する。対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した書からの   
聞き取り調査を行う。  
1食事：食欲が増した。食事時間が適切になった。食事時の姿勢が良くなった。摂取する食物の種  

類や固さの幅が広がった。よ＜噛んで食べるようになった等。   

2会話：会話の量が増えた。楽しそうに会話するようになった。言葉が聞き取りやす＜なった。は  
っきりとした発音をしようと努力している等   

3笑顔：笑顔が増えた、表情が豊訓こなった等   

4その他：サービス利用期間中に認められた好ましい変化を（）内に記入する。  
例：口腔体操、唾液腺マッサージ、歯みがき等を自発的にしている。丁寧な歯みがきを心  

がけるようになった。自分の□の健康に興味を持つようになった。入れ歯を使うよう  
になった等。  

③口腔機能の向上プログラムの評価には、効果に関する利用者の主観的評価とともに介護者による客観   
的評価が重要である。さらに、介護職ガロ腔機能の向上に関連する好ましい変化を評価することによ   
り、基本的サービス時の介護職の積極的な協働が促進される。  

④評価を行う際、特定日での状況でな＜、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。   

2生活意識の変化  

①介護職員等が、対象者に対し、今回のサービスなどで好ましい変化力闇められたものについて評価を   

行う。  

②介護職員等が、対象者に対し、日頃より観察した対象者の状態の評価を評価し、変化が認められたも   

のの番号を記入する。1及び2の場合は、変化の内容を（）に記入する。   
対象者への直接評価が困難な際は、家族など対象者の状況を把握した着からの聞き取り調査を行う。  

1前進 ：元気になり活動量力て増加した。積極的になった。明る＜なった。自信を取り戻した等。   
2やや前進：やや元気になり活動量が増加した。やや積極的になった。やや明るくなった。やや自信  

を取り戻した等。   
3前進無し：特に前進が認められない。  

③口腔機能の向上プログラムの最終的な副票は、食のQOLの維持向上を図り、利用者の自立支援を行う   
ことである。口腔機能の向上による生活意識の変化に対する客観的評価を行うことは重要である。口   
腔機能の向上の影響を介護職が認識することは、口腔機能サービス利用終了後に、介護職が口腔機能   

の向上に関する働き力＼けを継続する誘因となる。  
④評価を行う際、特定日での状況でな＜、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必要があ   

る。  

式例2－Ⅰ、Ⅱ  

【衛生】  

1食物残蓮  

①歯科衛生士等が、専門的知識、技矧こ墨っき、対象者の口腔内の頬粘膜、口蓋などを観察し、“食物残   
蓮”の量の状況を3段階の評価を行う。  

②口腔内を観察し、食物残蓮の口腔内全体の量について、なし又は少邑（なレ少量で表記）、中程度、   
多量で評価を行う。   
観察は、食後に行うことが望ましい。  
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i、 iiの写真が「3多量」のイメージであり、要介護度がかなり高い者の場合は、iiiの号真のように   
極めて「多量」の汚れが存在することがある。  

③高齢者の口腔衛生状態は不良であっても自覚されに＜い。また、AD」の低下、旨忍知機能の低下に伴   
いセルフケアだけでは十分な清掃は難しい。そのため、食物残漕が多＜見られ、この傾向は口腔に   

麻痺などがある場合に害しくなる。口腔清掃の指導、助言を行うことで改善が期待できる。  

④義歯がある場合は装着した状態で行う。   

麻痛がある場合には、麻療側に多＜見られるため注意をする。   
評価は、定量的な評価のみを主眼とするのではなく、食物残蓮の蓋や付着状態等が対象者の口腔機能   
による問題である可能性がある力＼否かなど含め、専門的知喜臥技術に基づき評価も行う。   

2舌苔  

①歯科衛生士等が、利用者の舌を観察し、‘‘舌苔’’の量について3段階の評価を行う。  
②口腔内を観察し、声かけにより吉を前方に出してもらうなどして、舌   

苔が舌全体の量について、なし又は少量（なし・少量で表記）、中程度、   

多量で評価を行う。   

上の写真は「2中程度」、下の写真は「「3多量」のイメージである。  

③高齢者では、口腔乾燥、唾液の分泌の低下、服薬、口腔清掃の不良等   
により舌苔がみられる。舌苔は誤瞭性肺炎をはじめとする呼吸器感染   

症あるいは口臭の原因となり、また味覚にも変化をもたらすことがあ   

り、吉の清掃の指導・助言を行うことで、改善が期待できる。   
・Abe S，lshihara K，AdachiM，Okuda K：Oralhygbne evaluatlon fcr  
effectlve（yalcare盲n preventing pneumoniaindentateelderly．Arch  
GerontGeriat2005．inpress  

・菊谷 武、鈴木章、ほ力、：高齢入院患者における看背上のカンジタについて 摂  
取某形態，唾液分泌貴との関係．老年歯科医学、1998．13．23－28，  

④評価は、定量的な評価のみを主眼とするのではなく、舌苔の付毒状態   
が味覚障害などを引き起こす可能性があるほど問題であるか否かなど   

含め、専門的知識、技術に基づき評価も行う。舌機能の低下により舌   

の動きが悪い場合には、そのままの状態で評価を行っても差し支えな   

い。  

3義歯あるいは歯の汚れ  

①歯科衛生士等が、専門的知識、技術に基づき、対象者の口腔内の“義歯あるいは歯の汚れIIの状況を   

観察し、口腔衛生状態について3段階の評価を行う。  

②歯科衛生士等が、対象者の口腔内の清掃状態を評価する。   

日常的な口腔清掃等の際における口腔内の観察等により、対象者の口腔内の清掃状態を歯、入れ歯等   
を中心に評価する。   

写真は「2 中程度」のイメージである。   

対象者への直接評価が国難な際は、家族など対象者の状況を把握した着からの聞き耳又り調査を行う。  

③高齢者の場合には、ADLの低下や認知機能の低下に伴いセルフケアだけでは十分な口腔清掃は難しく   

なっている。口腔清掃状態の悪化に伴い、歯にこびりついた歯垢（デンタルプラーク）、清掃不良によ   

る義歯にこびりついたデンチャープラークは、義歯性口内炎や口臭等の歯科疾患の原因になるだけで   

はな＜、全身の抵抗力が低下している高齢者や要介護高齢者の場合には、誤喋性肺炎をはじめとする   
呼吸器感染症の原因となる。   

義歯や残存歯の清掃の指導・助言を行うことで口臭を予防し、また呼吸器感染症のリスクを低下させ   

ることができる。   
・AbeS，lshlhara K，Adach＝肌OkudaK：0ralhygieneevaluatlon foreffectiveoralcareln p「（∋Venting  
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pneumonialndentat8elderly．ArchGerontGer』t．2005．inpress  

④義歯がある場合は、義歯をはずし、その内面や維持装置等の周囲に付着しているデンチャープラーク   
や残存している歯の周囲に付着している歯垢の量の状況について全体的な量として評価する。   

4口腔衛生習慣（声かけの必要性）  

①歯科衛生士等が、利用者の口腔清掃を観察し、“口腔衛生習慣”とIl自発性”について3段階の評価   
を行う。  

②日常の一連の口腔清掃行為由観察（家族などからの情報も可）から、口腔清掃の指導の受け入れの状   
態をもとに、必要がない、必要有り、不可の3段階で評価する。   
それぞれの判定の内容例は以下の通り。  

1．必要がない：声かけをしな＜ても毎日自発的に歯や入れ歯を磨いている。   
2．必要有り：歯みがきの習慣がない。時々しか歯みがきしない。声力、けをしないと歯みがきをやら  

ない。   

3，不可：声かけに応じられない  

③高齢者、要介護高齢者の多＜lよ身体に何らかの障害や生活行為の低下があり、歯みがき行動などが   
自分でできない場合や自立性・習慣性が低下している場合が多い。これらのことから、本評価は、口   
腔清掃自立支援、習慣化を効率的に促すために、プログラム作成時に重要な情報となる。声力、けの必   
要性が認められた場合、その背景を明確に把握することが重要で、単なる生活習慣が原周の場合は対   
象者の口腔清掃を中心とした行動変容を促し、認知症、脳血管障害などが原因にある場合はその対応   

は異なってくる。  

④評価を行う際、特定日のみの状況だけでなく、対象者の日常の状況を出来るだけ正確に反映させる必   
要がある。認知症などの一部の対象者では、一見口腔清掃習慣は自立して見えるが、新規の指導の受   
け入れが行えないケースがあるので注意を要する。   

5口腔清掃の自立状況（支援の必要性） 様式例2－Ⅱのみ  
①歯科衛生士等が、利用者の口腔清掃を観察し、“口腔清掃の支援の必要性”について3段階の評価を行   

う。  

②口腔清掃行為の「歯みがき」「入れ歯の着脱・清掃」「うがし1」について、口腔清掃の支援の必要性の   
3項目が実施できているか否かを評価し、口腔清掃の自立状況について総合的な評価を行う。   
これらの項目については、「やっている」行為ではな＜、「できている」行為であるか否かを判断し、   
自発性や習慣性と実行性の両面から評価する。アセスメントにおいては、「歯みがき」「入れ歯の着脱・   
清掃」「うがし1」のうち、支援の必要性が高いものが何であるかを明確にできるよう評価する。  

※判定について（事例）  

・対象者の口腔清掃の自立状況例  

「歯みがき」は、歯みがき等はできるが、移動ができない  

「入れ歯の着脱・清掃」は、入れ歯を自分で菖脱できない  
「うがい」は、ぶ＜ノミミ＜うがいができている  

・対象者の口腔清掃の自立状況（支援の必要性）判定の考え方  

「歯みがき」   
「入れ歯の害脱，漕   

掃」   
「うがい」   判定結果  総合的な評価   

奥歯の裏側等磨きに くいところまで磨け  
1必要がない  

自分で十分でき  

ている   
き萬場  る   

磨きやすい部分（前歯  入れ歯をほとんどは  水をふ＜むだけでぶ  自分で＋分でき  

等）だけ磨いている  ずさない．  ない  

2一部必要       くぶくうがいができ ていない                歯みがきにかける時  入れ歯をほとんど麿  自分で行ったあ  

闇が短い（1分未満）  力＼ない、  と支援が必要   
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歯ブラシを□に入れ  
る力tあまり動かして  

いない。  
堕串請華等棟号草亭  
■1r㌣一 賦預華中串腐や移動  

かセき恵い  

木れ申を自分で昔睨 ’L戸ゝ  

3必要   
自分で歯みがきがで    で章毎い   

うがいができない   
介護者が主に行  

きない   入れ歯を自分で零け  ○  う必要がある  

ない  

・判定結果：3必要（3項目の内、最も支援の必要性が高い状態を3段階の評価とする。）   

③高齢者、要介護高齢者の多くは、身体に何らかの障害や生活行為の低下があり、歯みがき行動を行っ   

ていても、口腔機能の低下や誤8燕性肺炎を予防するレベルに達していない場合が多い。口腔清掃が自   

立とされている要介護高齢者の口腔清掃状況が、全介助の要介護高齢者の口腔清掃状況より悪いこと   

はしばしば観察される。口腔衛生指導に当たっては、支援の必要性を把握し、指導や援助のあり方を   
工夫する必要がある。さらに環境整備や指導・助言によりレベルアップの効果が期待できる。  

④家族や介護職等から利用者の日常生活状態について十矧こ情報を得る。ロの中をさわやかにし、食べ   
物の味を楽しむという「食のQOLの向上」のために行うという目的に留意する必要がある。   

6ここ1ケ月の発熱回数 様式倒2－Ⅱのみ  
（D歯科衛生士等が、肺炎等の既往を評価する目的で、簡便で一般的な感染症の症状である発熱について、   

ここ1か月間に37．8℃以上の発熱回数を調査する。  

②対象者又はその家族、介護職員等からの情報をもとに、体温が37．8℃以上の発熱の有無を確認し、   

その発熱回数を調査する。  

③誤嘩性肺炎の発症は口腔衛生状態さらに礁下機能と密接な関係があることが知られている。高齢者や   

要介護高齢者の場合には、セルフケアだけでは十分な口腔清掃は難しい。また、瞭下反射、咳反射の   

低下がみられることも多く、そのため、不顕性誤瞭を＜り返し、誤嘩性肺炎を発症する。口腔澤掃お   

よび摂食・瞭下機能訓練を行うことで、誤瞭性肺炎に罷るリスクを低下させることができる。   
・YoneyarTu，T．，Yoshida，M，，Matsui．T．，Sasaki，H．，OralCareWorkingGroup：Oralcareand  

Pneumonia．Lancet，354：515，1999．   

・足立三枝子，石原和幸．奥田克爾，石川達也：専門的口腔清掃は、特別養護老人ホーム要介護者の発熱を減らした，  

老年歯科医学，15（1）．2000．  

④感冒、インプル工ンザの流行時期は、評価に配慮が必要である。   

サービス利用者が適所を休んだ際の理由を確認するよう、事前に介護職員に依頼をする必要がある。   

発熱の背景として、対象者のADL、体力低下、対象者の平常体温が把握できる場合は、平常体温と   
の差が1℃以上の場合等も含め、総合的に判断しプログラム作成を行うことが重要である。また、口   

腔では腋裔に比べ0．2～0．5℃程度高めになるので注意する必要がある。   

【機能】  

1反復唾液瞭下テストの積算時間  

①歯科衛生士等が、反復唾液怖下テストに墨っき、1回目、2回目、3回自の囁下運動の惹起時間を測定   

する。  

②対象者を椅子に座らせ、「できるだけ何回も“コックゾとつばをのみ込むことを繰り返してくださ   

い」と指示し、飲み込んだ際の時間を回数に応じて記録してお＜。最大1分間観察して、1同日の飲み   

込みに要した時間、2回目に要した時間、3回目に要した時間を記録する。最大1分間観察して、3   
国夫満の場合、□の中が著しく乾燥している場合には、飲み込みが園難となるが、この場合には少量   
（1cc程度）の水を□の中に入れて評価しても良い。  

③反復唾液瞭下テストは30秒間に行える囁下回数を指標としているために、介入による惹起性の変化   

を捉えにくい。そこで、精算時問を記入することによって、庸下の惹起性を示すデータがスケールデ   
ータとして扱うことが出来る。また、疇下国数の測定のみでは僅かな機能改善が捉えること力てできな   

いことから、積算時間を測定することで評価することが、事前事後の評価では有効である。   
刊l口和代，才藤栄一，水野雅康，馬場 亀奥井美枝，鈴木美保（2000）機能的囁下障害スクリーニングテスト「反   
復唾液嘩下テスト」（the Repetitlve Sallva Svvallowing Test：RSST）の検討（1）正常値の検討．リハ医学  
37．378－382 
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・小口和代，才藤栄一，馬場 尊，楠戸正子．小野本営子（2000）機能的瞭下障害スクリーニングテスト「反復唾液  

峨下テスト」（theRepetitiv8SallvaSwallowingTest：RSST）の検討（2）妥当性の検討．IJハ医学37．383－388．  

④飲み込む際には喉頭（のどぽとけ）が約2横指（横にそろえて2本分＜らい：3から4センチ）分う   
えに持ち上がる。この評価の際には、のどぽけの動きを確認しながら行なう。評価者は指の腹を参加   

者ののどぽとけに軽く当てて、嘩下の際に十分に上方に持ら上がることを確認しながら評価する。ぴ   

＜ぴ＜とのどぼとけが動いている状態を1回と評価してはいけない。   

2オーラルディアドコキネシス  

①歯科衛生士等カモ、対象者に対し“ぽ’、“た”、‘廿’を発音させ、1秒間あたりの発音回数を測定す   

る。  

②唇や舌の動きの速度やリズムを評価する。きまった音を繰り返し、なるべ＜早＜発音させ、その数や   

リズムの良さを評価する。10秒間測定して、1秒間に換算する。必ず、息継ぎをしても良いことを   

伝える必要がある。発音された音を聞きながら、発音されるたびに評価者は紙にボールペンなどで点々   

を打って記録しておき、後からその数を数える。唇の動きを評価するには“ぽ’を、舌の   
前方の動きを評価するには“た”を、舌の後方の動きを評   

価するには“が’を用いる。  

③舌、口唇、軟口蓋などの運動の速度や巧緻性の評価につい   

て発音を用いて評価しようとするものである。  
・PortnoyRAAronsonAE．：Diadochokineticsyllablerateand  
regularityin normalandln spasticand ataxicdysarthric  
subjects， J Speech Hear Disord．1982 Aug：  
47（3）：324－8．   

・原田幸子．菊谷武寺由勇人∴大井照：高齢者生活機能改善指導  
事業参加者の口腔機能からみた効果的なポピュレーションアプロ  

ーチの対象について．障害者歯科26：3．51乙 2005．  

④最大努力下でのテストであることを理解しなければ，値が   

値＜なる。測定期間中に息継ぎをしていいことを伝える。  

3頬の膨らまし（空（から）15i＜ぶくうがい）  

①歯科衛生士等が、対象者に対し、頬の連続膨らましを指示し、その状態を評価する。  
②頬の膨らましの状態を、左石十分可能・やや不十分・不＋分で評価する。指示が入らない場合は、日   

常の（施設などでの）口腔清掃後のうがいなどの状況を参考に評価することも可能。  
③本評価はうがいテスト特にリンシンク（ぶくぶくう肌1）テストに準じた方法として行われる。頬の   

膨らましは、口唇を閉鎖し、舌の後方を持ら上げ、軟口蓋を下方に保ち（舌口蓋閉鎖）、口腔を咽頭   
と遮断することで行われる。本評価は、これらの関連器官の運動が正常であることのスクリーニング   
となり、頬の膨らましが不十分な揚合は、口唇の閉鎖機能が低下、軟口蓋や舌後方の動きの悪化が疑   
才コれる。  

④可能であれば、日常の（施設などでの）口腔清掃後のう力侶なども参考に評価することが望ましいが、   
評価として水を使用した観察は行わない。   

【その他】  

1今回のサービスなどの満足度  

①歯科衛生士等机対唇音に対し、聞き取り調査を行い、本人の主観に基づき5段階の評価による回答   
を求める。  

②歯科衛生±等が、対象者に対し、聞き官又り調査を行う。対象者からの聞き取り調査が困難な際は、家   
族など対象者の状況を把握した書からの聞き取り調査を行う。  

③口腔機能の向上プログラムの最終的な自標は、食のQOLの維持向上を図り、利用者の自立支援を行う   
ことである。口腔機能の向上によるサービス等に対する客観的評価を行うことは重要である。口腔機   
能の向上の影響を歯科衛生士等が認言哉することは、口腔機能サービス利用終了後に、歯科衛生士等が   
口腔機能の向上のサービス内容を検討するに誘因となる。  

④対象者の正確な状況を把握するために、聞き耳実り調査を行う際は回害を誘導しない配慮が必要で  
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匪画  

データ分析のイメージについて（案）   



介護予防サービス等に要した費用に対する効果の分析について（案）  

1．目的   

介護保険法等の一部を改正する法律附則第2葉菜2項において、法律の施   

行後3年を目途として、予防給付及び地土或支援事業について、費用に対する   

その効栗の程度等の観点力＼ら検討を行うとされていることを踏まえ、新予防   

給付及び適所型介護予防事業並びに訪問型介護予防事業（「介護予防サービス   

等」という。以下同じ）に要した費用に対する効果を分析する。  

2．データ集計方法  

（1）介護予防サービス等の導入後   

① 介護予防サービス等の効果  

継続的評価分析支援事業の調査で要介護認定等の状況の変化（改善、維   

持、悪化）を把握し、効果め指標として用いる。   

② 介言彗予防サービス等に要した要用  

継続白勺評価分析支援事業の調査で介護予防サービス等の利用期間を通じ  

たサービスの利用回数を介護報酬単位数に当てはめて算出した累積額や介   

護予防特定高齢者施策（適所型介護予防事業及び訪問型介護予防事業）に  

係る事業章を用いる。  

なお、要介吉葉認定者あるいは一般高齢者となって調査対象から離脱した  

後の費用についても勘案する。  

（2）介護予防サービス等の導入前   

① 介護予防サービス等の効果  

介護給付費実態調査、高齢者の心身機能に関する調査（基本チェックリ   

ストに関するパイロット調査）及び高齢者の心身機能に関する追跡調査（基   

本チェックt」ストに関する追跡調査）等のデータから要介護認定等の状況   

の変化（改善、維持、悪化）を把握し、効果の指標として用いる。   

② 介護予防サービス等に要した費用  

介護給付費実態調査を用いて介護予防サービス等の利用期間の累積額や  

－1－   



地域支え合い事業及び老人保健事業のうち介護予防事業に移行した部分の  

事業費を用いる。   

なお、要介護認定者あるいは非認定者となった後の費用についても勘案  

する。  

3．介護予防サービス等に要した襲用に対する効果の分析   

介護予防サービスの導入前後で、費用の差と効果の差を算出し、両者の比   

を求めることにより、費用に対する効果の分析を行う。  

（参考）介護保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項  

政府は、法律の施行後3年を目途として、予防給付及び地域支援事業について、その  

実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結異  

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  

－2－   



介護予防サービス等に要した費用に対する効果の分析のイメージ（案）  

新予防給付  

＜ 導入後 ＞  ＜ 導入前 ＞   

対象   当該事業の対象者のうち要支援1の者  1度改正前の要支援者  

把擢項目・万歳   利用するデータ  把握項且・方法   利用するデータ  

分  

析  継続的評価分析支援事業   平成19年1月以降  認．走の改善・維持・悪化の 状況で把撞する   
状況で把握する  

介護給付費実態調査   平成18年3月以前  

方  

法  
平成19年1月以降  介護給付費   介護給付費実態調査等   平成柑年3月以前  

に  
継続的評価分析支援事業等  

つ  

い  
て  

の分析   

対照群の  
補正方法  

人後のデータに対して、性・年齢等で補正が可能である  

その他   全くの同上集団での比較ではない   

I  

‖  【  

（D認定の改善・維持・悪化の状況  ①認定の改善・維持・悪化の状況  ⊂  
‖  

効果（Al）  効果（A2）  →  】 →  
】  

u  

［  

②介護報酬単位数をサービス内容に ．  

分  当てはめて算出したもの等  ．  

析  
n  

n  

費用（Bl）  費用（B2）  の  
→  →  

．  

イ  
‾……‾－‾‾－川‾－‾‾▲‾‾‾‾▲‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾▼‾▼‖▼▼r▼－【－一‾】‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾…‾‾…‾‾……‖‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‖‾‖‾‾…  

メ  

l  

ジ  

③費用に対する効果の分析  
r－－－－－－－－－－・－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【［「し－一－－－◆1ト‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾▲‾‾‾‾‾‾‾‾‾■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1  

】  】  

費用の増減分（BIAB2）／ 効果の増減分（Al－A2） ∃  



介護予防サービス等に要した費用に対する効果の分析のイメージ（案）  

特定高齢者施策  

＜ 導入後 ＞  ＜ 導入前 ＞   

対象   本手業の対象者のうちの特定高齢者  の特定高齢者の候補者（※）  

把握項胃・方法   利用するデータ  把踵】一日・方法   利用するデータ  

分  ・基本チェックリストに  
特定高齢者からの   関するパイロット調査   平成17年7月～8月   

1．効果の分析    継続的評価分析支援事業   平成18年8月～9月  

方  平成19年1月以降  特定高齢者の候補者からの  

法  地域支え合い事業及び  

特定高齢者施優に係る  平成19年1月以降  老人保温事業のうち  
に  

事案糞等  介護予防事業に移行した  平成18年3月以前  

つ  部分の事業費等  

し＼  

て  
の分析   

対照群の  
補正方法  

タに対して、性・年齢等で補正が可能である  

その他   全くの同一集団での比較ではない   

l・－エーーエーーーーーエーー＝－＝－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－一一－－－－一一－－一－一一－－－－＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－⊥－一‾‾▲‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾1  

… ①特定高齢者からの改善・維持・悪化の状況  ∃ ①特定高齢者の候補者からの改善・維持・悪化至  
】   の状況  

．  

‖  

効果（A2）  効果（Al）  →  →  
E  

分  室 ②特定高齢者施策に係る事業費等  H         ≡②地域支え合い事業及び老人保健事業のうち   

析  介護予防事業に移行した部分の事業費等   

の  
費用（B2）  費用（Bl）  】  →  

イ  
→  

‾‾‾‖‾‾‾‾■‾‾‖‾‾‾‾▼‾‾‾‾‖T‾▼1⊥】」▲L‾‾‾‾‾‾▲‾‾‾∪‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ユ 

メ   
‾‾‾‾‾‾‾‾‾【‾▼‾‾1【■▼1‾‾‾】‾‾‾‾‾‾‖……‾■‾‾■‾‾‾‾‾‾’‾‾’‾‾一  

ジ  

③費用に対する効果の分析  

－一】－－－－－－＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－【－■【‾‾‾∪‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾【‾‾▼‾‾‾‖▼‖▼ l  

重 責用の増減分（Bl－B2）／ 効果の増減分（Al－A2） ■  
し＿＿＿▼＿＿▼＿▼－●］1－－－エーーーーーーーー＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－・－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－▲－▲－－－、－¶＝一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－▲   

※基本チェックリストに関するパイロット調査において、現行の特定嵩齢者の候補者の基準に該当するとされた者   



高齢者の心身の状態や活動状況の変化の分析について（案）  

1．目的   

新予防給付及び適所型介護予防事業並びに訪問型介護予防事業（「介護予防  

サービス等」という。以下同じ。）について、心身の状態等の変化、対象者の  

属性に関する基本情報、介護予防サービス等の利用状況等の関係を総合的に  

分析することにより、今後のより効果的・効率的な介護予防サービス等の実   

施につなげる。  

2．分析の対象となるデータ   

継続的評価分支援事業の調査結果全般を用いる。心身の状態等の変化、対   

象者の属性に関する基本情幸臥介護予防サービス等の利用状況等の詳細な惰   

幸酎こついてこれらの関連を分析する。  

3．介喜彗予防の効果に関連する要因の具体的な分析   

心真の状態や活動状況の変化と利用した介護予防サービス等が、どの程度、   

介護予防の効果（要介護認定等の状況の変化（改善、維持、悪化））に影響し   

ているかについて、各種の統計学的な手法を用いて総合的に分析することに   

より次のような分析が可能となる。   

（例）   

① 有効な介護予防サービス等の実施方法の同定  

・運動器の機能に関するより効果的・効率的なサービス（回数、方法等）  

等   

② 介護予防サービス等の効果が期待できる対象者の特徴の明確化 等  

・要支援や特定高齢者となった原因疾患別、家族等の支援の有無等にお  

ける栄養改善状況変化に関する効果の違い 等  

ー5肝   



の心身機能の状態や活動状況の変化の分析のイメージ  
十  

の   



介護予防サービス等に要した費用に対する効果の分析  

及び高齢者の心身の状態や活動状況の変化の分析について利用するデータ一覧（案）  

調査名   対象  
全対象音数 

／（イ牛数）   筆立援者数   特定高齢者致   
調査期間   主な調査項目  

（件数）  

（D対象者の基本情報  

■市町村、性、年齢  

要支援い2者、  ②サービス等に関する情報  

継続的評価分析支援事業  特定高齢者  平成†9年1月以降  ・介護予防サービス等の利用状況  

（本事業の参カロ  約18，000人  約14，400人  約3，600人  
市町村における）  ③心身の状態等に関する情報  

・要介護認定等の状況  
・基本チェックリスト項目  
・その他心身の状j兄等   

＜平成18年3月時点＞  往）対象者の基本情報  

・市町村、性、年齢  

②サービス等に関する情報  

介護給付費実態調査   
要支援者、軍介護者  平成18年3月以前  ・介護予防給付、介護給付におけるサービスの  

（全国の給付費明細書情報）  約3，547千人   約481千人  （毎月の請求実績）   利用∃犬況  
・介護給付費  

③心身の状態等に関する情報  
・要介書萱認定区分   

①対象者の基本情報  
・基本チェックリストに  

特定高齢者の候補者  
・市町村、性、年齢  

関するパイロット調査  平成17年7月～8月  
・基本チェックリストに   （左記調査の参加  

約60【】人  
約600人         平成18年8月～9月  （多心身の状態等に関する情報   

関する追跡調査   
市町村において抽出）  ・要介護認定区分  

・基本チェックリスト項目   

く平成17年計＞  

〈D対象者の基本情報  

要玉津、要介護  ・市町村、性、年齢  
認定支援ネットワーク  平成18年3月以前  

（全国の認定件数）  （約350万件）  （約70万件）  ②心身の状態等に関する情報  
・要介護認定区分  




